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�

は
じ
め
に

私
は
甲
骨
文
・
金
文
や
『
説
文
解
字
』
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
中
国
人
で
あ

る
。
一
九
九
六
年
に
日
本
に
留
学
に
来
て
か
ら
、
十
七
年
に
な
る
。
来
日
以
来
漢

字
学
の
研
究
を
重
ね
て
き
た
が
、
日
本
と
い
う
国
に
興
味
を
抱
き
、
日
本
の
古
代

の
歴
史
に
つ
い
て
も
若
干
の
本
を
読
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
歴
史
は
中

国
人
の
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
難
解
で
、
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿

を
書
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
の
小
池
一
郎
先
生
ら

の
グ
ル
ー
プ
で
行
っ
て
い
た『
魏
志
』倭
人
傳
の
研
究
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、

『
魏
志
』
の
記
述
に
つ
い
て
そ
れ
を
読
み
解
く
た
め
に
辞
書
を
調
べ
た
り
、
い
ろ

ん
な
解
説
者
の
注
を
読
む
体
験
を
し
た
。
私
が
古
代
日
本
の
歴
史
に
対
す
る
興
味

を
覚
え
始
め
た
の
は
、
こ
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
は
日
本
の
歴
史
に
対
し
て
は
門
外
漢
だ
と
思
っ
て
い
る
。
逆
に
私
に
は
日
本

人
が
抱
い
て
い
る
よ
う
な
歴
史
に
対
す
る
先
入
観
は
な
い
か
ら
、
古
代
日
本
の
こ

と
を
記
し
た
中
国
文
献
を
、
中
国
人
の
私
の
目
を
通
し
て
、
ま
た
私
が
学
ん
だ
漢

字
学
の
基
礎
に
立
っ
て
素
直
に
読
ん
で
み
よ
う
と
考
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の

論
文
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
。
浅
学
故
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
ず
い
ぶ
ん
と
あ
る

と
は
思
う
が
、
誤
り
は
誤
り
と
し
て
、
ぜ
ひ
正
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
私

は
中
国
の
史
書
を
読
む
に
際
し
、
使
用
し
て
い
る
漢
字
や
後
の
史
書
で
変
更
さ
れ

て
い
る
漢
字
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
意
図
を
以
て
使
わ
れ
た
漢
字
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
こ
の
論
説
は
、
そ
う
い
っ
た
考
え
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
倭
」
に
関
す
る
一
番
古
い
中
国
文
献
の
表
記
は
『
論
衡
』
の
「
倭
人
」、
そ
れ

か
ら
『
山
海
經
』
の
「
倭
」、『
漢
書
』
地
理
志
の
「
倭
人
」、
金
印
の
「
漢
委
奴

國
王
」『
三
國
志
』
魏
書
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
の
「
邪
馬
壹
國
」、『
後
漢
書
』
東
夷

列
傳
の
「
邪
馬
臺
国
」、『
隋
書
』
東
夷
傳
の
「
俀
國
」、『
舊
唐
書
』
の
「
倭
國
」

「
日
本
」
な
ど
で
あ
る
。
古
来
か
ら
日
本
の
地
は
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
、
そ
の

経
緯
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、特
に
「
倭
」「
倭
人
」
を
は
じ
め
と
し
て
、キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
の
「
漢
委
奴
國
王
」「
邪
馬
壹
國
」「
邪
馬
臺
國
」「
大
倭
」
と
い
う
語
、

及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
語
の
音
と
義
に
対
し
て
の
考
察
を
試
み
た
結
果
を
本
稿
で

示
し
た
い
と
思
う
。

「
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倭
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に
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い
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三
四

一
　『
論
衡
』
の
「
倭
人
」
に
つ
い
て

王
充
の
『
論ろ
ん
こ
う衡
』
巻
一
九
恢か
い
こ
く国
篇
に
「
成
王
之
時
、越
常
獻
雉
、倭
人
貢
暢
（
成

王
の
時
、
越え

っ

常
し
ょ
う

雉き
じ

を
献
じ
、
倭
人
暢ち
ょ
うを
貢こ
う

す
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
中
国
の
文

献
に
お
け
る
「
倭
人
」
の
最
古
の
記
録
で
あ
る
。
周
の
成
王
（
前
一
一
一
五
～
前

一
〇
七
九
）
の
頃
と
い
え
ば
日
本
で
は
縄
文
時
代
に
あ
た
る
か
ら
、
こ
の
話
は
信

じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
の
中
国
の
歴
史
を

辿たど
っ
て
い
く
と
、
に
わ
か
に
信
憑
性
を
帯
び
て
く
る
。
暢
ち
ょ
う
は
鬯
ち
ょ
う
そ
う艸
の
こ
と
で
あ

り
、「
鬯
」
と
同
意
の
「
巨
」
に
つ
い
て
、『
説
文
解
字
』（
以
下
『
説
文
』
と
い
う
）

五
下
に
「
一
曰
巨
鬯
、
百
艸
之
華
、
遠
方
巨
人
所
貢
芳
艸
、
合
醸
之
、
以
降
神
。

巨
今
巨
林
郡
也
（
一
に
曰
く
、
巨
鬯
は
百
艸
の
華
、
遠
方
巨
人
の
貢
す
る
所
の
芳

艸
な
り
。
之
を
合
醸
し
て
、以
て
神
を
降
す
。
巨
は
今
の
巨
林
郡
な
り
）」と
あ
る
。

巨
林
郡
は
今
の
広
西
省
桂
平
県
に
当
た
り
、「
鬯
」
の
産
地
が
中
国
南
方
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
、『
論
衡
』
の
鬯
艸
と
つ
な
が
る
。『
三
國
志
』
魏
書
倭
人
条

の
中
に
は
、
鬯
草
の
記
録
は
な
い
。
周
王
朝
に
鬯
草
を
献
上
し
た
倭
人
の
こ
と

は
著
者
陳
寿
も
必
ず
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
鬯
草
が
日
本
産
で
あ
る
な
ら
ば
、

一
九
八
八
文
字
の
長
文
で
書
か
れ
た
倭
人
条
内
に
特
産
物
と
し
て
そ
の
こ
と
が
記

さ
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
論
衡
』
の
倭
人
と
は
、　
中
国
南
部
に

定
住
し
て
い
た
越
族
の
中
の
倭
人
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

安
徽
省
北
西
部
の
亳は

く

県け
ん

の
元
宝
坑
村
一
号
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
磚せ
ん

に
「
有
倭
人

以
時
盟
否
（
倭
人
、
時
を
以
て
盟
す
る
こ
と
有
り
や
否
や
）」（
一
七
〇
年
頃
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
）
と
あ
る
。
磚
文
の
「
盟
」
と
は
古
代
中
国
の
近
接
す
る
国
々

の
間
で
神
明
に
か
け
て
交
わ
さ
れ
る
不
可
侵
や
同
盟
の
誓
い
を
意
味
す
る
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
す
る
と
こ
の
「
倭
人
」
が
遠
く
離
れ
た
日
本
に
住
む
倭
人
と
は
考

え
に
く
く
、
安
徽
省
亳は

く

県
に
定
住
し
て
い
た
倭
人
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
金
石
文
は
倭
人
が
中
国
国
内
に
定
住
し
て
い
た
動
か
ぬ
証
拠
で
あ
る
。

越
人
は
単
一
の
民
族
で
は
な
く
、
百
越
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
越
族
の
中
に

倭
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
長
江
下
流
域
に
住
ん
で
い
た
倭
人
の
一
部
が
北
上
し
、

山
東
半
島
か
ら
朝
鮮
を
経
て
、
日
本
に
渡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鳥
越
憲
三
郎
氏
は

「
わ
た
し
は
千
年
来
、
稲
作
を
携
え
て
日
本
列
島
に
渡
来
し
た
倭
人
、
つ
ま
り
弥

生
人
と
呼
ば
れ
た
日
本
人
の
ル
ー
ツ
を
、
中
国
雲
南
の
滇て

ん

池ち

周
辺
に
求
め
、
そ
の

雲
南
か
ら
各
河
川
を
通
じ
て
ひ
ろ
く
移
動
分
布
し
た
諸
民
族
を
、
日
本
人
と
祖
先

を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
、『
倭
族
』
の
名
で
捉
え
る
新
説
を
発
表
し
た（

（
（

」
と

述
べ
る
。
鳥
越
氏
の
い
う
「
倭
族
」
が
日
本
に
渡
来
し
た
弥
生
人
で
あ
る
こ
と
に

は
同
意
で
あ
る
が
、「
倭
族
」
を
雲
南
の
滇
池
周
辺
の
出
自
と
限
定
す
る
に
は
疑

問
を
感
じ
る
。
そ
の
出
自
は
概
ね
長
江
流
域
の
中
下
流
の
南
側
で
、
そ
の
文
化
を

伝
え
る
最
大
の
遺
跡
は
現
在
の
浙
江
省
余
姚
市
に
あ
る
河か

姆ぼ

渡と

遺
跡
で
七
〇
〇
〇

年
～
五
〇
〇
〇
年
前
の
遺
跡
で
あ
り
、
稲
と
高
床
式
建
物
が
す
で
に
出
土
し
て
い

る
。

二
　�『
山
海
經
』
に
見
る
「
倭
」、『
漢
書
』
列
傳
六
十
九
王
莽

傳
に
見
る
「
東
夷
の
王
」
に
つ
い
て

次
に
、
中
国
の
古
文
献
に
「
倭
」
が
登
場
す
る
の
は
中
国
最
古
の
地
理
書
『
山

海
經
』
で
あ
る
。『
山
海
經
』
巻
十
二
海
内
北
經
に
「
蓋
国
在
鉅
燕
南
、
倭
北
、

倭
屬
燕
。（
蓋
国
は
鉅
燕
の
南
、
倭
の
北
に
在
り
、
倭
は
燕
に
属
す
）」
と
あ
る
。

清
代
に
『
山
海
經
』
を
注
釈
し
た
郝
懿
行
の
『
山
海
經
箋
疏
』
に
よ
る
と
「
經
云
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三
五

倭
屬
燕
者
蓋
周
初
事
與
（
経
の
云
う
倭
属
燕
は
蓋
し
周
初
の
事
か
）』
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
時
代
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
燕
の
楽
毅
将
軍
の
活
躍
し
た
戦
国
時

代
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
頃
の
朝
鮮
半
島
で
は
北
側
に
燕
、
中
央
に
蓋
国
、
南

側
に
倭
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
倭
は
朝
鮮
半
島
内
に
い
る
民
族
集
団
で
あ

る
。
時
代
的
に
み
て
、
恐
ら
く
は
南
越
か
ら
移
っ
て
き
た
倭
人
の
こ
と
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

『
漢
書
』
王
莽
傳
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。「
莽
既
致
太
平
。
北
化
匈
奴
、

東
致
海
外
、
南
懐
黄
支
、
唯
西
方
未
有
加
。
乃
遣
中
郎
將
平
憲
等
多
持
金
幣
、
誘

塞
外
羌
、
使
献
地
願
内
属
。

―
中
略

―
莽
復
奏
曰
、
太
后
秉
統
数
年
、
恩
澤

洋
溢
、
和
気
四
塞
。
絶
域
殊
俗
、
靡
不
慕
義
。
越
裳
氏
重
譯
献
白
雉
、
黄
支
自
三

萬
里
貢
生
犀
、
東
夷
王
度
大
海
奉
國
珍
、
匈
奴
単
于
順
制
作
、
二
名
去
。
今
西
域

良
願
等
復
挙
地
爲
巨
妾
。（
莽
す
で
に
太
平
を
致
す
。
北
は
匈
奴
を
化
し
、
東
は

海
外
を
致
し
、南
は
黄こ

う
き支
を
懐な
つ

く
る
も
、た
だ
西
方
は
未
だ
加
う
る
こ
と
有
ら
ず
。

す
な
わ
ち
中
郎
将
平へ

い

憲け
ん

等
を
遣
わ
し
て
多
く
金
幣
を
持
し
、
塞
外
の
羌
き
ょ
う
を
誘
い
、

地
を
献
じ
て
内
属
せ
ん
こ
と
を
願
わ
し
む
。

―
中
略

―
莽
復ま

た
奏
し
て
曰

く
、
太
后
統
を
秉と

る
こ
と
数
年
、
恩
沢
洋よ
う
い
つ溢
し
、
和
気
四し

塞そ
く

す
。
絶
域
俗
を
殊
に

す
る
も
、
義
を
慕
わ
ざ
る
靡な

し
。
越え
つ

裳
し
ょ
う

氏
訳
を
重
ね
て
白は
く

雉ち

を
献
じ
、
黄
支
三

萬
里
よ
り
し
て
生せ

い

犀さ
い

を
貢
し
、
東
夷
の
王
は
大
海
を
度わ
た

り
て
国
珍
を
奉
じ
、
匈
奴

の
単ぜ

ん
う于
は
制
作
に
順
し
た
が
い
二
名
を
去
る
。
い
ま
西
域
の
良
願
等
復
た
地
を
挙
げ
て
臣

妾
と
な
る
）」と
あ
る
。
こ
れ
は
平
帝
の
元
始
四
年（
紀
元
四
年
）の
記
録
で
あ
る
。

こ
の
時
、
平
帝
は
一
三
歳
で
あ
り
、
王
莽
の
行
政
下
の
傀
儡
政
権
で
あ
っ
た
。
東

西
南
北
の
国
が
貢
献
を
す
る
中
で
、「
東
夷
王
度
大
海
奉
國
珍
」
の
一
文
が
あ
る
。

「
度
大
海
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
東
夷
王
」
は
、
日
本
の
地
に
住
む
倭
の
王
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、『
論
衡
』
の
「
成
王
之
時
、越
常
獻
雉
、

倭
人
貢
暢
（
成
王
の
時
、越え

っ

常
し
ょ
う

雉き
じ

を
献
じ
、倭
人
暢ち
ょ
うを
貢こ
う

す
）」
の
一
文
で
あ
る
。

越
裳
と
倭
人
の
貢
献
が
両
方
の
文
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。『
漢
書
』
を
書
い
た
班

固
が
、『
論
衡
』
に
書
か
れ
た
内
容
を
踏
ま
え
て
こ
の
文
章
を
書
い
た
の
は
間
違

い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
論
衡
』
は
『
漢
書
』
と
同
時
代
の
成
立
で
あ
る
が
、

王
充
と
班
固
は
知
り
合
い
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
内
容
は
既
に
班
固
に
伝
わ
っ
て

い
た
の
だ
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
歴
史
書
で
は
、
ま
ず
以
前
の
文

献
の
内
容
を
載
せ
て
、
更
に
自
分
が
見
聞
き
し
た
新
し
い
出
来
事
を
書
き
加
え
る

の
は
よ
く
あ
る
手
段
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
倭
人
の
献
上
品
が
『
論
衡
』

で
は
「
暢
草
」
で
あ
り
、『
漢
書
』
王
莽
傳
で
は
「
國
珍
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。「
國
珍
」
が
も
し
「
暢
草
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
倭
人
貢
暢
」
の
事
実
を

踏
ま
え
て
『
漢
書
』
に
も
「
暢
草
」
と
書
か
れ
る
は
ず
で
、「
國
珍
」
と
書
く
の

は
そ
の
内
容
が
「
暢
草
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
國
珍
」
が
何
で

あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。

さ
て
、こ
こ
で
気
づ
く
の
は『
論
衡
』の「
倭
人
」は
中
国
南
方
の
民
族
で
あ
り
、

『
山
海
經
』
の
「
倭
」
は
朝
鮮
半
島
内
に
住
む
民
族
で
あ
り
、『
漢
書
』
王
莽
傳

に
お
け
る
「
東
夷
王
」
は
日
本
の
地
に
住
む
倭
王
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
倭
人
の
中
国
南
方
か
ら
朝
鮮
の
地
を
経
て
、

日
本
の
地
に
至
る
民
族
の
移
動
で
あ
る
。
筆
者
は
、
呉
越
人
中
の
倭
人
の
集
団
が

あ
る
時
に
は
直
接
九
州
に
渡
来
し
て
お
り
、
ま
た
あ
る
時
に
は
朝
鮮
を
経
由
し
て

渡
来
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。『
三
國
志
』
魏
書
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
倭
人
条
（
以

下
、通
説
に
従
い
『
魏
志
』
倭
人
傳
と
表
記
す
る
）
に
あ
る
よ
う
に
、「
黥
面
文
身
」

や
「
貫
頭
衣
」
の
習
慣
が
中
国
南
部
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
中
国
の
倭
人
が
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直
接
九
州
に
や
っ
て
き
た
証
で
あ
る
。
中
国
か
ら
直
接
九
州
に
や
っ
て
き
た
倭
人

の
領
域
に
、
朝
鮮
の
地
で
集
団
を
形
成
し
た
倭
人
が
何
度
も
押
し
寄
せ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

二
〇
一
二
年
九
月
に
中
国
の
西
双
版
納
の
瀾
滄
江
（
そ
の
下
流
が
メ
コ
ン
川
）

の
西
岸
か
ら
山
奥
に
入
っ
た
村
、
景
哈
哈ハ

尼ニ

族
郷
を
訪
ね
た
。
電
気
は
通
じ
て
い

る
が
、テ
レ
ビ
が
な
く
、子
供
た
ち
が
は
だ
し
で
歩
い
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。
皆
親
切
で
、
我
々
の
取
材
に
も
快
く
応
じ
て
く
れ
た
。
村
の
住
民
で
あ
る
初

老
男
性
の
当
黒
さ
ん
に
「
倭
」
と
い
う
字
の
意
味
を
問
う
と
、「
ア
カ
」
と
答
え

た
。
哈
尼
族
は
自
ら
を「
阿
卡(ake)
」す
な
わ
ち
ア
カ
人
と
い
い
、ミ
ャ
ン
マ
ー
・

タ
イ
・
ラ
オ
ス
に
お
い
て
は
ア
カ
族
の
名
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
阿
卡
」
の
意
味

は
「
远
方
的
客
人
（
遠
く
か
ら
の
客
人
）」
で
あ
り
、
哈
尼
族
は
瀾
滄
江
の
源
流

と
さ
れ
る
大
江
源
頭
（
西
蔵
自
治
区
の
拉ラ

賽サ
イ

貢ゴ
ン

瑪マ

と
さ
れ
る
が
定
か
で
は
な
い
）

か
ら
や
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
村
の
住
居
は
「
干カ

ン

栏ラ
ン

」
と
呼
ば
れ
る
高
床

式
住
居
で
、
別
地
方
の
哈
尼
族
の
村
の
屋
根
に
は
日
本
の
神
社
建
築
に
よ
く
あ
る

千ち

木ぎ

（
神
社
本
殿
の
屋
根
上
に
あ
る
交
叉
し
た
木
）
が
見
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
納

豆
や
蒟
蒻
や
餅
を
食
べ
る
こ
と
も
聞
い
た
。
近
く
の
店
で
、
も
ち
米
と
紫
米
か
ら

な
る
赤
飯
や
ち
ま
き
を
食
べ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
日
本
の
も
の
と
変
わ
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
、
同
じ
哈
尼
族
の
隣
村
の
入
口
に
は
、
鳥
の
木
彫
が
両
側
に
飾
ら
れ
た

門
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
門
は
日
本
の
神
社
の
鳥
居
の
原
型
と
見
て
よ
い
。
私
は
、

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
哈
尼
族
が
日
本
列
島
に
住
む
倭
人
と
同
じ
出
自
の
民
族
で

あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
も
と
倭
人
で
あ
っ
た
哈
尼
族
や
布
朗
族
の
人
は
皆
優
し

か
っ
た
。
話
し
か
け
る
と
、
お
茶
飲
ん
で
い
け
、
飯
食
っ
て
い
け
と
言
い
、
家
の

中
も
ど
う
ぞ
自
由
に
見
た
ら
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
西
双
版
納
や
昆
明
な
ど
の

都
会
に
住
む
人
と
は
全
く
違
う
彼
ら
の
穏
や
か
な
目
つ
き
は
、
世
界
の
中
で
も
最

も
優
し
い
親
切
な
民
族
の
一
つ
と
さ
れ
る
日
本
人
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

雲
南
民
族
の
傣タ

イ

族
、
哈
尼
族
と
長
江
流
域
か
ら
北
東
の
日
本
に
至
っ
た
倭
人
に

は
文
化
の
上
で
の
多
く
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
稲
、
高
床
式
の
建
物
、

千ち
ぎ木
、
村
の
入
り
口
に
鳥
の
木
彫
を
載
せ
た
門
（
鳥
居
の
原
型
と
い
わ
れ
る
）、

納
豆
・
蒟
蒻
・
餅
・
赤
飯
の
食
用
、
下
駄
、
貫
頭
衣
（
呉
服
に
そ
の
名
残
が
あ
る
）

な
ど
で
あ
る
。
春
秋
時
代
の
呉
越
戦
争
、
戦
国
時
代
の
楚
の
侵
攻
に
よ
る
越
の
滅

亡
、
さ
ら
に
は
秦
や
漢
に
よ
る
中
国
統
一
の
た
め
の
侵
略
に
よ
り
、
越
族
の
う
ち

あ
る
も
の
は
中
国
南
部
や
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
に

逃
れ
、
ま
た
あ
る
も
の
は
朝
鮮
・
日
本
へ
と
逃
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
が
、

日
本
に
稲
作
を
も
た
ら
し
、
倭
人
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
金
印
「
漢
委
奴
國
王
」
の
「
委
奴
」
に
つ
い
て

『
後
漢
書
』
東
夷
傳
・
倭
に
「
建
武
中
元
二
年
、
倭
奴
國
奉
貢
朝
賀
、
使
人
自

稱
大
夫
、
倭
国
之
極
南
界
也
。
光
武
賜
以
印
綬
（
建
武
中
元
二
年
、
倭
奴
國
、
奉

貢
朝
賀
す
。
使
人
自
ら
大
夫
と
称
す
。
倭
国
の
極
南
界
な
り
。
光
武
、
賜
ふ
に
印

綬
を
以
て
す
）」
と
あ
る
。
江
戸
時
代
に
金
印
「
漢
委
奴
國
王
」
が
発
見
さ
れ
、

こ
れ
が
『
後
漢
書
』
に
言
う
「
印
綬
」
で
あ
る
の
は
疑
い
な
く
、
日
本
の
古
代
史

の
中
で
は
最
も
有
名
な
金
石
文
と
な
っ
た
。
建
武
中
元
二
年
（
五
七
年
）
に
光
武

帝
よ
り
授
与
さ
れ
た
金
印
「
漢
委
奴
國
王
」
の
「
委
奴
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味

を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

「
漢
委
奴
國
王
」
は
「
漢
の
委わ

の
奴な

の
國
王
」
と
訓
ず
る
三
宅
米
吉
説
が
最
も

有
名
で
、「
漢
の
委い

奴と

国
王
」
と
読
ん
で
「
伊
都
国
王
」
に
比
定
す
る
と
い
う
説
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も
多
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。「
委わ

の
奴な

」
の
読
み
は
、
本
居
宣
長
が
『
馭
ぎ
ょ
じ
ゅ
う
が
い

戎
慨

言げ
ん

』
に
お
い
て
『
魏
志
』
倭
人
傳
の
奴
国
を
儺な
の

県あ
が
た、
那な
の
つ津
に
比
定
し
た
こ
と
に
起

因
す
る
論
で
あ
る
。「
漢
の
委い

奴と

国
王
＝
伊
都
国
王
」
は
江
戸
時
代
に
藤
貞
幹
・

上
田
秋
成
が
唱
え
た
。
古
田
武
彦
氏
は
「
漢
の
委わ

の
奴な

の
國
王
」
つ
ま
り
「
Ａ
の

Ｂ
の
Ｃ
…
」
と
読
む
「
三
段
細
切
れ
独
法
」
は
古
代
中
国
の
印
文
に
は
他
に
存
在

し
な
い
こ
と
を
述
べ
た（

（
（

。
ま
た
「
漢
の
委い

奴と

國
王
」
と
い
う
読
み
に
つ
い
て
、
古

田
氏
は
「
し
か
し
、『
委
奴
』
を
『
伊
都
』
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

『
三
国
志
』
の
記
載
に
従
う
か
ぎ
り
、“
一
世
紀
に
伊
都
国
が
倭
人
の
中
心
国
で

あ
っ
た
”
と
い
う
可
能
性
は
、
全
く
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
否
定

し
て
い
る（

（
（

。
最
終
的
に
、
古
田
氏
は
「
委
奴
国
＝
邪
馬
壹
国（

（
（

」
と
い
う
等
式
を
樹

立
し
た
。『
舊
唐
書
』
倭
國
傳
の
冒
頭
に
も
「
倭
國
者
古
倭
奴
國
也
（
倭
國
は
古

い
に
し
え

の
倭
奴
國
な
り
）」
と
あ
り
、「
倭
國
」
が
「
倭
奴
國
」
を
出
自
と
す
る
と
語
ら
れ

て
い
る
。
漢
の
武
帝
は
、
日
本
列
島
内
の
い
く
つ
か
の
小
国
を
統
合
し
た
国
と
し

て
「
委
奴
國
」
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
金
印
を
授
与
し
た
の
で
あ
り
、
奴
国
や
伊
都

国
に
金
印
を
与
え
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

さ
て
、「
委
奴
」
の
義
に
つ
い
て
、
更
に
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

「
委
奴
」
を
語
る
前
に
、
同
じ
「
奴
」
と
い
う
字
を
用
い
た
「
匈
奴
」
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

殷
代
か
ら
周
初
に
至
る
民
族
名
は
す
べ
て
一
字
名
称
で
、
春
秋
・
戦
国
時
代
か

ら
北
狄
・
東
夷
に
あ
た
る
国
名
は
、
匈
奴
・
鮮
卑
の
よ
う
に
二
字
名
称
に
な
っ
た
。

匈
奴
が
は
じ
め
て
歴
史
に
登
場
す
る
の
は
『
史
記
』
に
よ
る
と
前
三
一
八
年
で
、

秦
の
恵
文
王
の
と
き
で
あ
る
。
韓
・
趙
・
魏
・
燕
・
斉
の
諸
国
が
、
匈
奴
を
誘
っ

て
秦
を
攻
め
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
匈
奴
に
は
恭
奴
（『
漢
書
』
匈
奴
傳
）、
凶

奴
（『
蔡
中
郎
集
』
黄
鉞
銘
、『
釈
迦
方
志
』
巻
上
、『
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
傳
』、『
三

國
史
記
』
新
羅
紀
）、
兇
奴
（『
大
唐
求
法
高
僧
傳
』
巻
上
）、
胸
奴
（『
塩
鉄
論
』

巻
三
十
八
）、
降
奴
（『
漢
書
』
王
莽
傳
）
な
ど
が
あ
り
、
共
通
の
音
を
漢
字
で
表

記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
北
方
の
胡
族
に
対
し
て
胡
奴
と
い
う
表
現
も
み
ら

れ
る
。『
三
國
志
』
の
中
に
「
安
引
軍
追
武
曰
、
叛
逆
胡
奴
、
要
當
生
縛
此
奴
、

然
後
斬
劉
貢
（
安
は
軍
を
引
き
、
武
を
追
っ
て
曰
く
、
叛
逆
し
た
胡
奴
、
も
し
此

奴
を
生
縛
す
れ
ば
、然
る
後
に
劉
貢
を
斬
る
）」の
例
が
あ
る
。胡
奴
、此
奴
の「
奴
」

は
人
を
蔑
ん
だ
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
匈
」
は
『
説
文
』
九
上
に
「
膺
也
（
膺む

ね

な
り
）」
と
あ
り
、
胸
の
初
文
で
、
胸

に
×
形
の
文
身
（
入
れ
墨
）
を
加
え
た
人
の
側
身
形
を
表
す
象
形
文
字
で
あ
る
。

「
匈
奴
」
と
は
、
漢
字
か
ら
察
す
る
と
お
そ
ら
く
胸
に
文
身
を
し
た
民
族
で
、
周

以
後
中
国
の
王
国
を
北
方
か
ら
荒
す
集
団
で
あ
り
、
そ
の
た
め
蔑
称
の
「
奴
」
字

を
使
用
し
た
。『
史
記
』
巻
百
十
匈
奴
列
傳
五
十
に
「
漢
使
王
烏
等
窺
匈
奴
。
匈

奴
法
、
漢
使
非
去
節
而
以
墨
黥
其
面
者
不
得
入
穹
廬
。
王
烏
、
北
地
人
、
習
胡

俗
、
去
其
節
、
黥
面
、
得
入
穹
廬
。（
漢
は
王お

う

烏う

等
を
し
て
匈
奴
を
窺
う
か
が
わ
し
む
。

匈
奴
の
法
に
、
漢
使
の
節せ

つ

を
去
り
て
墨
を
以
っ
て
其
の
面
に
黥げ
い

す
る
者
に
非あ
ら

ざ
れ

ば
穹き

ゅ
う
ろ廬
に
入
る
を
得
ず
。
王
烏
は
北
地
の
人
に
し
て
胡
の
俗
を
習
う
。
其
の
節
を

去
り
黥け

い
め
ん面
し
て
穹
廬
に
入
る
を
得
た
り
。）」
と
あ
り
、
匈
奴
に
墨
黥
の
習
慣
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
白
川
静
博
士
に
よ
る
と
、「
文
」
は
「
人
の
正
面
形

の
胸
部
に
文
身
の
文
様
を
加
え
た
形（

（
（

」
で
、「
凶
礼
の
と
き
に
も
胸
に
×
形
を
加

え
て
呪
禁
と
す
る
こ
と
が
あ
り
、
凶
・
兇
・
匈
・
恟
・
胸
な
ど
は
そ
の
系
列
字
で

あ
る（

（
（

」
と
い
う
。「
文
」
は
甲
骨
文
に
「
夂
」「
夊
」
な
ど
が
あ
り
、
殷
代
の
甲
骨

文
が
作
ら
れ
た
頃
に
は
、
胸
に
入
れ
墨
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
北
九
州
の
古
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い
海
人
族
で
あ
る
宗む
な
か
た像
氏
は
『
古
事
記
』
に
「
胷
形
」
と
書
か
れ
、
胸
に
入
れ
墨

を
し
た
部
族
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
述
の
『
漢
書
』
王
莽
傳
で
は
「
東
夷
王
度
大
海
奉
國
珍
、匈
奴
単
于
順
制
作
、

二
名
去
。（
東
夷
の
王
は
大
海
を
度わ

た

り
て
国
珍
を
奉
じ
、
匈
奴
の
単ぜ
ん

于う

は
制
作
に

順
い
二
名
を
去
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
匈
奴
と
「
東
夷
の
王
」
す
な

わ
ち
倭
王
を
対
比
し
て
語
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、「
漢
委
奴
國
王
」
に
つ
い
て
、

そ
の
「
奴
」
は
漢
の
北
方
の
匈
奴
と
対
比
し
て
付
け
た
「
奴
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
奴
」
は
『
説
文
』
十
二
下
に
「
奴
婢
、皆
古

い
に
し
えの
辠ざ
い

（
罪
）
人
な
り
」
と
あ
り
、

奴
隷
・
奴
婢
な
ど
の
熟
語
を
形
成
す
る
か
ら
一
番
低
い
階
層
に
あ
る
人
を
指
し
て

お
り
、
か
つ
、
辠ざ

い

は
鼻
に
入
れ
墨
を
す
る
こ
と
を
言
い
、
奴
婢
に
は
罪
人
と
し
て

の
入
れ
墨
が
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
魏
志
』
倭
人
傳
に
「
男
子
無
大
小
、

皆
黥
面
文
身
（
男
子
は
大
小
と
無
く
、
皆
黥
面
文
身
な
り
）」
と
あ
り
、
倭
人
の

入
れ
墨
の
風
習
が
知
ら
れ
る
。
倭
人
も
ま
た
、「
匈
奴
」と
同
じ
く
文
身（
入
れ
墨
）

の
風
習
が
あ
り
、こ
の
よ
う
な
対
比
の
上
で「
委
奴
」と
称
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

顔
師
古
は
、『
漢
書
』
地
理
志
の
「
樂
浪
海
中
有
倭
人
、
分
爲
百
餘
國
、
以
歳

時
來
獻
見
云
（
楽
浪
海
中
に
倭
人
あ
り
。
分
か
れ
て
百
余
国
と
な
る
。
歳
時
を
以

て
来
た
り
て
獻
見
す
と
云
ふ
）」
の
「
倭
人
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て

い
る
。「
如
淳
曰
、
如
墨
委
面
在
帯
方
東
南
万
里
。
臣
瓚
曰
、
倭
是
國
名
、
不
謂

用
墨
。
故
謂
之
委
也
。
師
古
曰
、如
淳
云
如
墨
委
面
、蓋
音
委
字
耳
。
此
音
否
也
。

倭
音
一
戈
反
。
今
猶
有
倭
國
。
魏
略
云
、倭
在
帯
方
東
南
大
海
中
。
依
山
島
為
國
。

度
海
千
里
、
復
有
國
。
皆
倭
種
。（
如
淳
曰
く
、
如
墨
委
面
は
帯
方
東
南
の
万
里

に
在
り
。
臣
瓚
曰
く
、
倭
は
国
名
な
り
、
用
墨
を
謂
わ
ず
。
故
に
是
を
委
と
謂
ふ

な
り
。
師
古
曰
く
、
如
淳
、
如
墨
委
面
を
云
ふ
に
、
蓋
し
音
は
委
字
の
み
。
此
の

音
は
否
な
り
。
倭
音
は
一
戈
切
な
り
。
今
猶
ほ
倭
国
有
り
。
魏
略
に
云
ふ
、
倭
は

帯
方
東
南
大
海
中
に
在
り
。
山
鳥
に
依
り
国
を
為
す
。
千
里
を
度と

か

い海
し
、
復
た
国

有
り
。
皆
倭
種
な
り
。）」
如
淳
は
三
世
紀
中
ご
ろ
の
魏
の
人
、
臣
瓚
は
三
～
四
世

紀
に
か
け
て
の
晋
の
人
、
顔
師
古
は
七
世
紀
の
唐
の
人
で
あ
る
。

臣
瓚
が
言
っ
た
よ
う
に
、
如
淳
は
「
倭
」
の
意
を
踏
ま
え
た
「
委
」
を
述
べ
て

い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
如
淳
は
『
漢
書
』
地
理
志
の
「
樂
浪
海
中
有
倭
人
（
楽

浪
海
中
に
倭
人
あ
り
）」
を
受
け
て
「
如
墨
委
面
在
帯
方
東
南
萬
里
（
如
墨
委
面

は
帯
方
東
南
萬
里
に
在
り
）」
と
注
釈
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
を
対
照
す

る
と
「
如
墨
委
面
」
は
「
倭
人
」
の
こ
と
に
な
る
の
で
、「
委
」
は
「
倭
」
の
意

味
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
西
晋
時
代
に
書
か
れ
た
『
三
國
志
』
魏
書
烏

丸
鮮
卑
東
夷
傳
第
三
十
に
は「
践
粛
慎
之
庭
、東
臨
大
海
。
長
老
説
有
異
面
之
人
、

近
日
之
所
出
、遂
周
観
諸
国
、采
其
法
俗
、小
大
区
別
、各
有
名
号
、可
得
詳
紀
（
粛

慎
の
庭
を
踐ふ

み
、
東
、
大
海
に
臨
む
、
長
老
説
く
に
、
異
面
之
人
有
り
、
日
の
出

づ
る
所
に
近
し
。
遂
に
周め

ぐ

り
て
諸
国
を
観み

、
其
の
法
俗
、
小
大
の
区
別
、
各
お
の
お
の

有

す
る
名
号
を
采
り
、詳
ら
か
に
紀
を
得
る
可
し
）」
と
あ
り
、『
三
國
志
』
魏
書
の
「
異

面
之
人
」
は
発
音
か
ら
み
て
如
淳
の
「
如
墨
委
面
」
を
受
け
て
記
述
し
た
も
の
と

思
わ
れ
、
黥
面
の
倭
人
を
意
味
し
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
後
漢
書
』東
夷
傳
倭
に「
安
帝
永
初
元
年
、倭
國
王
帥
升
等
獻
生
口
百
六
十
人
、

願
請
見
（
安
帝
の
永
初
元
年
〈
一
〇
七
年
〉、
倭
の
國
王
帥
升
等
、
生
口
百
六
十

人
を
献
じ
、
請
見
を
願
ふ
）」
と
あ
る
。
唐
初
に
書
か
れ
た
『
翰
苑
』
に
は
「
後

漢
書
曰	
、
安
帝
永
初
元
年	

、
有
倭
面
上
國
王
師
升
至
（
後
漢
書
曰
く
、
安
帝
永

初
元
年
、
倭
面
上
国
王
帥
升
が
至
る
有
り
）」
と
あ
り
、「
倭
面
上
國
王
帥
升
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
後
漢
書
』
の
「
倭
國
王
帥
升
」
が
一
一
世
紀
に
書
か
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れ
た
『
通
典
』
北
宋
版
に
よ
る
と
「
倭
面
土
國
王
帥
升
」
と
あ
り
、更
に
唐
類
函
・

変
塞
部
倭
国
条
所
引
の
『
通
典
』
に
は
「
倭
面
土
地
王
帥
升
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
倭
面
上
」「
倭
面
土
」
も
ま
た
、「
異
面
之
人
」「
如
墨
委
面
」
と
同
意
の
語
で

あ
ろ
う
。「
倭
面
上
」「
倭
面
土
」
は
、
顔
の
上
に
入
れ
墨
を
し
た
倭
人
の
意
で
あ

る
。「
倭
面
土
地
王
」
は
、「
土
」
を
「
土
地
」
と
解
釈
し
た
も
の
で
、一
連
の
「
異

面
之
人
」「
如
墨
委
面
」
か
ら
意
味
が
離
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
間
違
っ
た
解
釈

に
よ
る
記
載
と
思
わ
れ
る
。

先
述
し
た
『
魏
志
』
倭
人
傳
の
黥
面
文
身
、
ま
た
『
古
事
記
』
中
つ
巻	

神
武

天
皇
の
条
に
「
袁
登
賣
爾
　
多
陀
爾
阿
波
牟
登
、
和
加
佐
祁
流
斗
米
（
媛お

と
め女
に
、

直た
だ

に
遇
は
む
と
、我
が
黥さ

け
る
利と

目め

）」
と
入
れ
墨
を
表
す
黥
面
の
記
述
が
あ
り
、

古
代
の
倭
の
男
性
は
入
れ
墨
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
古
代
日
本

に
お
い
て
男
性
の
名
称
に
使
わ
れ
る
「
彦
（
彥
）」
や
「
顔
（
顏
）」
の
旧
字
に
見

ら
れ
る
「
文
」
は
、
成
人
儀
礼
の
際
に
ひ
た
い
に
朱
や
墨
で
描
か
れ
る
文
身
を
表

す
。
現
在
の
日
本
で
も
「
あ
や
つ
こ
（
阿
也
都
古
）」
と
い
っ
て
、
魔
よ
け
の
意

味
で
赤
ち
ゃ
ん
の
額

ひ
た
い
に
、
×
し
る
し
・
犬
な
ど
を
鍋
墨
や
紅
で
記
す
風
習
が
古

く
か
ら
あ
る
。
な
お
「
彦
（
彥
）」
は
「
文
」
と
「
厂か

ん

」
と
「
彡さ
ん

」
の
合
文
で
あ
り
、

「
文
」
は
文
身
、「
厂
」
は
ひ
た
い
の
側
面
形
、「
彡
」
は
文
身
の
美
し
い
こ
と
を

示
す
記
号
的
な
文
字
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
倭
面
土
」
も
ま
た
、
面
（
顔
）

の
上
に
土
（
顔
料
）
を
も
っ
て
装
飾
さ
れ
た
入
れ
墨
ま
が
い
の
も
の
か
或
い
は
入

れ
墨
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
倭
面
土
」
の
「
土
」
は
「
委
奴
」
の
「
奴
」
と
同

じ
入
れ
墨
と
い
う
意
味
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
歴
史
書
を
著
し
た
代
々

の
著
者
は
、必
ず
以
前
の
文
献
を
見
て
お
り
、そ
れ
に
対
し
て
注
釈
を
加
え
た
り
、

現
在
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
き
加
え
た
り
す
る
の
は
常
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
委
奴
」「
異
面
之
人
」「
如
墨
委
面
」「
倭
面
土
」
は
明
ら
か
に
一
連
の
同
義
語

な
の
で
あ
る
。

現
代
中
国
語
で
は
、
ハ
ン
バ
ー
グ
は
「
汉
堡
包(hànbǎobāo)	

」、
ホ
ッ
ト
ド
ッ

グ
は
「
热
狗(règǒu)

」
で
表
記
さ
れ
る
。「
汉
堡
包
」
は
漢
字
の
音
を
借
り
た
仮

借
で
あ
り
、「
热
狗
」
の
「
热
」
は
熱
、「
狗
」
は
犬
の
意
で
、
こ
れ
は
意
味
を
熟

語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
カ
コ
ー
ラ
は
「
可
口
可
乐(kěkǒukělè)

」

と
書
き
、
音
と
意
味
の
両
方
を
踏
ま
え
て
表
記
す
る
方
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
う

し
た
表
記
の
仕
方
は
、「
倭
面
土
国
」「
如
墨
委
面
」
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
中
国
の
漢
字
表
記
で
は
、
音
と
義
を
微
妙
に
使
い
分
け
る
の
は
古
代
か
ら

の
修
辞
法
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
古
代
中
国
や
朝
鮮
の
文
献
に
出
て
く
る
「
倭
」
と
「
倭
人
」

の
意
味
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
き
た
い
。

『
論
衡
』
巻
十
九
、
恢
国
篇
に
「
成
王
之
時
、
越
常
獻
雉
、
倭
人
貢
暢
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
周
の
成
王
（
前
一
一
一
五
―
前
一
〇
七
九
）
の
頃
で
縄
文
時
代
に

あ
た
る
。
こ
の
「
倭
人
」
は
日
本
の
倭
人
の
ル
ー
ツ
で
南
中
国
に
住
ん
で
い
た
「
倭

人
」
の
こ
と
を
指
す
と
思
う
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
こ
こ
に
「
倭
人
」
と
あ

る
の
は
ま
だ
大
国
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
民
族
集
団
と
し
て
あ
る
「
倭
人
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

朝
鮮
の
『
三
國
史
記
』
新
羅
本
紀
に
は
、
紀
元
前
一
世
紀
～
紀
元
二
世
紀
に
か

け
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
倭
人
行
兵
欲
犯
邊
（
倭
人
兵
を
行つ

ら

ね
て
、
辺
を
犯
さ
ん
と
欲
す
）」（
前
五
〇

年
）「
倭
人
遣
兵
舩
百
餘
艘
掠
海
邊
民
戸
（
倭
人
、
兵
船
百
余
艘
を
遣
わ
し
、
海



「
倭
」「
倭
人
」
に
つ
い
て	

四
〇

辺
の
民
戸
を
掠か
す

む
）」（
一
四
年
）
な
ど
、
戦
争
の
と
き
は
倭
人
と
表
現
す
る
。
韓

国
南
部
の
金
官
加
耶
国
に
は
倭
人
が
住
ん
で
い
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
倭
人
か
も

し
れ
な
い
し
、ま
た
日
本
列
島
に
居
る
倭
人
か
も
し
れ
な
い
が
、と
に
か
く
「
倭
」

と
い
う
民
族
の
集
団
の
一
部
が
新
羅
を
攻
め
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
と
こ
ろ

が
、「
與
倭
國
結
好
交
聘
（
倭
国
と
好

よ
し
み
を
結
び
、
交こ
う
へ
い聘
す
）」（
五
九
年
）
な
ど
に

見
る
よ
う
に
国
と
国
と
の
関
係
に
あ
る
時
に
は
倭
国
を
使
う
。
こ
こ
か
ら
み
る

と
、
倭
人
は
倭
国
よ
り
も
も
っ
と
漠
然
と
し
た
民
族
集
団
を
指
し
て
い
る
。『
魏

志
』
倭
人
傳
の
「
倭
人
」
も
同
じ
く
、
中
国
側
か
ら
見
て
、
倭
人
の
民
族
集
団
を

表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
（
國
）
と
い
う
概
念
は
、『
魏
志
』
倭
人

傳
の
奴
国
・
末
盧
国
の
よ
う
に
小
地
域
の
政
治
単
位
に
使
わ
れ
た
り
、
倭
国
の
よ

う
に
あ
る
程
度
大
き
な
国
に
使
わ
れ
た
り
す
る
の
で
、
国
の
大
き
さ
で
判
断
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
政
治
集
団
の
纏
ま
り
の
単
位
と
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
。
し

か
し
、
中
国
や
新
羅
の
よ
う
な
外
国
か
ら
「
倭
國
」
と
語
ら
れ
る
時
に
は
、
倭
と

い
う
民
族
が
比
較
的
大
き
い
面
積
と
人
民
を
統
合
し
て
い
る
政
治
国
家
を
示
す
も

の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

金
印
「
漢
委
奴
國
王
」
の
「
委
奴
」
は
「
倭
人
」
を
卑
下
し
て
言
っ
た
言
葉
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
側
か
ら
す
れ
ば
「
委
奴
國
」
と
い
う
表

現
は
、
ま
だ
大
き
な
国
と
し
て
は
認
め
に
く
い
が
、
辺
境
に
住
み
い
く
ら
か
の
国

を
統
合
し
た
倭
奴
＝
倭
人
の
国
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。『
漢
書
』

地
理
志
に
「
楽
浪
海
中
有
倭
人
（
楽
浪
海
中
に
倭
人
有
り
）」
と
あ
る
の
も
、
大

国
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
「
倭
人
」
の
集
団
が
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
魏
志
』

倭
人
傳
に
「
倭
人
条
」
と
あ
る
の
も
、
上
記
の
「
委
奴
」
と
同
じ
発
想
に
よ
る
表

記
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
漢
書
』
地
理
志
の
「
倭
人
」、
金
印
の
「
委
奴
」、『
魏

志
』
倭
人
傳
の
「
倭
人
」
は
す
べ
て
倭
民
族
の
集
団
と
い
う
同
じ
意
味
に
帰
着
す

る
の
で
あ
る
。

「
委
奴
」
は
百
余
国
を
統
合
し
た
「
倭
人
」
を
示
す
卑
語
で
、
中
国
側
と
し
て

は
あ
る
一
定
地
域
を
統
一
し
た
国
と
み
な
し
、
そ
れ
故
に
後
漢
の
光
武
帝
に
と
っ

て
は
「
委
奴
國
」
と
国
交
を
開
く
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
委

奴
國
王
」
は
「
人
」
を
意
味
す
る
蔑
称
「
奴
」
を
「
委
」
に
付
け
足
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、「
倭
人
の
国
王
」
の
意
味
と
解
せ
ら
れ
る
。『
隋
書
』
俀
国
傳
に
「
安
帝
時
、

又
遣
使
朝
貢
、
謂
之
俀
奴
國
（
安
帝
の
時
、
又
使
い
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
、
之
を

俀
奴
国
と
謂
ふ
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
後
漢
書
』
に
見
る
安
帝
（
在
位
一
〇
六

～
一
二
五
）
に
朝
貢
し
た
倭
国
王
帥
升
の
こ
と
で
あ
る
。「
俀
奴
」
は
「
俀
人
」

を
卑
下
し
た
呼
称
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
新
唐
書
』
に
は
「
倭
奴
」、『
宋
史
』
に
は

「
倭
奴
國
」
の
名
が
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
て
も
、「
奴
」
は
「
人
」
を
卑
下

し
た
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

匈
奴
・
胡
奴
・
委
奴
・
俀
奴
・
倭
奴
の
「
奴
」
は
「
人
」
を
卑
下
し
た
語
と
し
て

す
べ
て
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

上
記
の
「
委
奴
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
内
藤
文
二
氏
が
同
じ
主
旨
を

ず
っ
と
以
前
に
述
べ
て
い
る
。
内
藤
氏
は
『
歴
史
公
論
』（
第
五
巻
第
二
号
、
昭

和
十
一
年
二
月
）
と
い
う
論
文
で
、「
漢
（
カ
ン
）
の
委
（
ヰ
或
は
ワ
）
奴
（
ド
）

の
国
王
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
奴
」
に
つ
い
て
「『
奴
』
は
『
人
』
で
あ

る
。
故
に
『
倭
奴
國
』
も
『
倭
人
國
』
も
『
倭
國
』
も
同
じ
事
で
あ
る
。『
倭
人
國
』

は
決
し
て
『
倭
の
奴
國
（
儺
國
）』
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
論
が
な
ぜ
か
「
漢
委
奴
國
王
」
の
正
し
い
見
解
と
し
て
論

議
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
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従
来
の
解
釈
の
欠
陥
は
、「
委
奴
」
を
音
読
み
し
、
そ
れ
以
外
の
解
釈
は
な
い

と
す
る
点
で
あ
る
。「
委
奴
」
は
音
が
結
合
さ
れ
た
語
で
は
な
く
、
意
味
を
以
て

結
合
さ
れ
た
語
で
あ
る
。『
魏
志
』
倭
人
傳
で
は
意
味
を
含
め
た
名
称
が
あ
る
。

最
古
の
版
で
あ
る
紹
煕
本
で
は
「
對
海
國
」
と
さ
れ
紹
興
本
で
は
「
對
馬
國
」
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
對
海
國
」
の
「
海
」
は
意
味
を
示
す
語
で
あ
り
、

ま
た
「
一
大
國
」
の
「
大
」
も
同
じ
で
あ
る
。

四
　「
倭
」
の
意
味
と
音
に
つ
い
て

さ
て
、「
倭
」「
倭
人
」
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
私
は
、

中
国
側
か
ら
見
て
、「
倭
」
と
い
う
文
字
は
黥
面
文
身
を
特
徴
と
し
た
民
族
を
指

し
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
提
唱
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
以
下
に
述

べ
た
い
と
思
う
。

『
魏
志
』
倭
人
傳
に
は
倭
人
の
黥
面
文
身
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い

る
。「
男
子
無
大
小
、
皆
黥
面
文
身
、
自
古
以
来
、
其
使
詣
中
國
、
皆
自
稱
大
夫
、

夏
后
少
康
之
子
、
封
於
會
稽
、
斷
髪
文
身
、
以
避
蛟
龍
之
害
、
今
倭
水
人
、
好
沈

没
捕
魚
蛤
、
文
身
亦
以
厭
大
魚
水
禽
、
後
梢
以
爲
飾
、
諸
國
文
身
各
異
、
或
左
或

右
、
或
大
或
小
、
尊
卑
有
差
、
計
其
道
里
、
當
在
會
稽
東
治
之
東
（
男
子
は
大
小

と
無
く
、
皆
黥
面
文
身
す
。
古
よ
り
以
来
、
其
の
使
中
国
に
詣
る
や
、
皆
自
ら
大

夫
と
称
す
。
夏
后
少
康
の
子
、
会
稽
に
封
ぜ
ら
れ
、
断
髪
文
身
、
以
て
蛟
龍
の
害

を
避
く
。
今
倭
の
水
人
、好
ん
で
沈
没
し
て
魚ぎ

ょ

蛤こ
う

を
捕
え
、文
身
し
亦
以
て
大
魚
・

水
禽
を
厭は

ら

ふ
。
後
梢や
や

以
て
飾
り
と
為
す
。
諸
国
の
文
身
各
々
異
な
り
、
或
は
左
に

或
は
右
に
、
或
は
大
に
或
は
小
に
、
尊
卑
差
有
り
。
其
の
道
里
を
計
る
に
、
當ま

さ

に

会
稽
の
東
治
の
東
に
在
る
べ
し
）」

こ
の
文
面
を
見
る
と
、
倭
人
の
特
徴
と
し
て
黥
面
文
身
を
挙
げ
、
か
な
り
の
ス

ペ
ー
ス
を
割
い
て
事
細
か
く
述
べ
て
い
る
。『
史
記
』
巻
四
十
一
に
「
越
王
句
践
、

其
先
禹
之
苗
裔
而
夏
后
帝
少
康
之
庶
子
也
。
封
于
會
稽
、
以
奉
守
禹
之
祀
。
文
身

断
发
、
披
草
莱
而
邑
焉
。（
越
王
句
践
。
其
の
先
は
禹
の
苗
裔
に
し
て
、
夏
后
少

康
の
庶
子
な
り
。
会
稽
に
封
じ
、
以
て
禹
の
祀
を
奉
守
す
。
文
身
・
断
髪
し
て

草そ
う
ら
い莱
を
披ひ
ら

き
て
邑
と
す
）」
と
あ
り
、
越
族
の
文
身
・
断
髪
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
て
『
魏
志
』
倭
人
傳
の
記
事
は
こ
れ
を
参
考
と
し
て
い
る
。
倭
人
の
入
れ
墨
に

つ
い
て
、「
以
避
蛟
龍
之
害
」、
す
な
わ
ち
蛟
龍
の
害
を
避
け
る
た
め
に
自
ら
龍
蛇

の
入
れ
墨
を
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
魏
志
』
倭
人
傳
の
文
面
に
倭
人
が
周
の
身
分
の
一
つ
で
あ
る
「
大
夫
」
と
自

称
し
て
い
る
と
の
記
述
が
あ
る
の
は
、
周
か
ら
呉
地
に
移
り
住
ん
だ
呉
の
太
伯
の

子
孫
が
倭
人
の
系
譜
に
つ
な
が
る
こ
と
を
倭
人
が
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
『
魏
志
』
倭
人
傳
に
は
「
所
有
無
與
憺
耳
・
朱
崖
同
（
有
無
す
る
所
、
憺た

ん

耳じ

・

朱し
ゅ

崖が
い

と
同
じ
）」
と
あ
り
、
憺
耳
・
朱
崖
は
中
国
の
海
南
島
の
地
名
で
あ
る
。
こ

れ
は
『
漢
書
』
地
理
志
粤え

つ
ち地
条
の
憺
耳
・
朱
崖
の
記
事
に
「
民
皆
服
布
、如
単
被
、

穿
中
央
爲
貫
頭
。
男
子
耕
農
禾
稲
紵
麻
、
女
子
桑
蚕
織
績
、
亡
馬
與
虎
、
山
多
塵

麖
、
兵
則
矛
盾
木
弓
弩
、
或
骨
爲
鏃
（
民
皆
布
を
服
し
、
単
被
の
如
く
、
中
央
を

穿
ち
頭
を
貫
く
。
男
子
は
禾
稲
紵
麻
を
耕
農
し
、
女
子
は
桑
蚕
織
績
す
。
馬
と
虎

亡
く
、
山
に
塵じ

ん

麖け
い

多
し
。
兵
は
則
ち
矛
・
盾
・
木
弓
・
弩ど

、
或
い
は
骨
を
し
て
鏃
や
じ
り

と
為
す
）」
を
参
考
と
し
て
い
る
。
倭
人
の
風
俗
が
海
南
島
の
風
俗
と
「
近
（
し
）」

で
は
な
く
「
同
（
じ
）」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
南
部
の
部
族
が
日
本

に
や
っ
て
き
て
、
そ
の
風
俗
を
日
本
に
伝
え
た
こ
と
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と

思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
は
、
昔
中
国
南
方
に
住
ん
で
い
た
倭
人
が
日
本
の
地
に
移
り
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住
ん
だ
伝
承
を
、
陳
寿
が
こ
れ
ら
の
文
章
で
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

「
倭
」
は
「
委
」
を
声
符
と
す
る
形
声
文
字
で
あ
る
が
、
そ
の
意
は
「
委
」
に

従
う
も
の
と
見
て
よ
い
。
こ
の
「
委
」
を
含
ん
だ
「
委
蛇
（
ゐ
だ
、
或
い
は
、
ゐ

ゐ
）」
と
い
う
語
が
『
荘
子
』
達
生
篇
の
「
澤
有
委
蛇
（
沢
に
委
蛇
有
り
）」
と
い

う
記
述
に
見
え
る
。
委
蛇
に
は
委
它
・
委
佗
（
ゐ
い
、
或
い
は
ゐ
だ
）・
委
委
（
ゐ

ゐ
）・
委
迤
（
ゐ
い
）
と
い
う
同
義
語
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
「
ゐ
ゐ
」
或
い
は
「
ゐ

い
」
と
発
音
さ
れ
る
言
葉
が
先
行
し
て
あ
り
、
そ
れ
ら
に
委
・
它
・
佗
の
字
が
当

て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
委
蛇
は
こ
れ
ら
の
語
よ
り
派
生
し
て
出
来
た
語
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
総
じ
て
委
曲
や
う
ね
う
ね
と
曲
が
る
様
を
意
味
し
て
い
る
が
、
蛇

の
う
ご
め
く
様
か
ら
引
伸
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
の
中
国

人
に
と
っ
て
は
、「
委
」
字
に
対
し
て
ご
く
自
然
に
蛇
の
く
ね
く
ね
す
る
様
を
連

想
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
記
の
『
魏
志
』
倭
人
傳
の
記
述
は
、
中
国
南

方
に
お
い
て
住
ん
で
い
た
倭
人
が
龍
蛇
文
様
を
黥
面
文
身
す
る
と
い
う
古
俗
を
日

本
の
地
に
伝
え
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
国
南
方
及
び
日
本
列
島

の
「
倭
人
」
が
「
委
蛇
」
の
入
れ
墨
を
し
た
民
族
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、『
漢
書
』
地
理
志
の
「
樂
浪
海
中
有
倭
人
」
に
つ
い
て
魏

の
如
淳
は
「
如
墨
委
面
在
帶
方
東
南
萬
里
」
と
述
べ
た
。
彼
は
「
倭
」
が
「
如
墨

委
面
（
顔
の
い
れ
ず
み
）」
を
意
味
す
る
と
し
た
。「
委
面
」
は
倭
人
の
顔
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
顔
の
上
に
墨
黥
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、「
倭
（
委
）」
と
墨
黥
が
連
結
さ
れ
て
熟
語
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
如
墨
委
面
」
に
つ
い
て
「
臣
瓚
曰
、
倭
是
國
名
、
不
謂
用
墨
。
故
謂

之
委
也
（
臣
瓚
曰
く
、
倭
は
国
名
な
り
、
用
墨
を
謂
わ
ず
。
故
に
是
を
委
と
謂
ふ

な
り
）」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
み
れ
ば
、
臣
瓚
は
「
委
」
が
用
墨
（
入

れ
墨
）
を
指
す
の
で
は
な
く
、
国
名
の
「
倭
」
を
指
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、「
委
」
が
当
時
龍
蛇
の
用
墨
（
入
れ
墨
）
を
も
意
味
し
た
の
で
、
意
味
の
混

乱
を
避
け
る
た
め
に
、「
委
」を
国
名
と
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
人
は「
異

面
之
人
」「
倭
面
土
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
黥
面
文
身
を
倭
人
の

第
一
の
特
徴
と
し
て
い
る
。

蛇
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
様
は
蛇
の
生
命
力
を
最
大
限
に
表
現
し
た
も
の
で

あ
り
、
入
れ
墨
に
書
か
れ
た
龍
蛇
の
文
様
と
し
て
も
ご
く
自
然
に
想
定
さ
れ
得

る
。
雲
南
省
晋
寧
県
で
出
土
し
た
「
滇
王
之
印
」
及
び
「
漢
倭
奴
國
王
」
の
両
金

印
が
蛇
紐
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
当
時
雲
南
に
住
ん
で
い
た
人
々
と
九
州
地
方
に
住

ん
で
い
た
倭
人
が
蛇
を
想
定
さ
せ
る
に
足
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
集
団
で
あ
っ
た
こ

と
を
中
国
側
が
認
識
し
て
い
た
象
徴
的
な
査
証
で
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
の
パ
イ
ワ

ン
族
の
家
の
入
口
に
描
か
れ
た
蛇
が
這
う
彫
刻
や
越
人
の
流
れ
を
く
む
ベ
ト
ナ
ム

の
神
社
の
天
井
に
あ
る
蛇
の
飾
り
物
も
、
倭
人
の
宗
教
的
な
象
徴
で
あ
る
。
吉
野

裕
子
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
神
社
に
見
ら
れ
る
注し

連め

縄な
わ

の
形
は
「
蛇
の
交
尾（

（
（

」
を

模
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
神
社
の
注
連
縄
が
雌
雄
の
蛇
の
か
ら
み
つ
い
た
デ
ザ
イ

ン
で
あ
る
な
ら
ば
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
蛇
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、「
倭
」
は
『
説
文
』
八
上
に
「
順
皃
（
順

し
た
が
ふ
皃
か
た
ち
な
り
）」
と
あ
り
、
段
玉

裁
『
説
文
解
字
注
』「
倭
」
の
項
に
「
倭
與
委
義
略
同
、委
、随
也
、随
、從
也
（
倭

と
委
は
義
略
を
同
じ
く
す
。
委
、
随
な
り
。
随
、
従
ふ
な
り
）」
と
あ
り
、「
倭
」

「
委
」
が
従
順
を
示
す
意
と
し
て
い
る
。
上
述
し
た
「
委
蛇
」
に
も
そ
の
意
味
が

あ
り
、
倭
人
は
龍
蛇
の
入
れ
墨
を
し
た
従
順
な
民
族
を
表
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

南
中
国
の
「
倭
人
」
は
古
文
献
に
国
の
名
と
し
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
お
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そ
ら
く
は
越
人
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
秦
や
漢
と
い
っ
た
大
国
に
は
、
軍
備
の

上
で
歯
が
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
大
挙
し
て
進
入
し
て
き

た
軍
団
に
対
し
て
山
深
く
逃
げ
る
か
、
征
服
王
朝
に
従
属
す
る
か
し
か
方
法
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
倭
人
は
中
国
南
方
や
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
も
し
く
は
朝
鮮

半
島
や
日
本
列
島
に
逃
げ
の
び
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
従
順

な
民
族
に
対
し
て
、
中
国
の
中
原
を
制
覇
し
た
周
・
秦
・
漢
な
ど
大
国
の
人
々
は

「
倭
」
と
い
う
漢
字
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鳥
越
憲
三
郎
氏
は
中
国
の
南
方
に
住
む
佤
族
に
つ
い
て
、「
な
お
佤
族
の
自
称

も
居
住
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
付
記
し
て
お
く
。
西
盟
・
孟
連
地
区

で
『
ワ
』『
ア
ヲ
』『
ア
ワ
』、滄
源
・
耿
馬
・
双
江
・
瀾
滄
地
方
で
は
『
パ
ラ
オ
ケ
』、

鎮
康
地
区
は『
ワ
』と
い
う
。
右
の『
ワ
』は『
ヲ
』wo

の
転
訛
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
列
島
に
稲
作
を
も
た
ら
し
た
弥
生
人
は『
倭
人
』と
称
さ
れ
た
が
、そ
の『
倭
』

の
古
音
は
『
ヲ
』
で
、
佤
族
が
倭
人
の
呼
称
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
こ
と
に
は

注
目
さ
れ
る（

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、鳥
越
氏
は
「
そ
の
『
越
』
と
倭
人
の
『
倭
』

と
は
、
と
も
に
上
古
音
で
『w

o

』
と
い
い
、
そ
れ
は
類
音
異
字
に
過
ぎ
ず
、
越

人
も
同
じ
く
断
髪
・
分
身
の
倭
人
で
あ
っ
た（

（
（

」
と
述
べ
る
。
越
の
上
古
音
を
「
を

（w
o

）」と
発
音
し
、古
代
豪
族	

越
智
氏
は「
オ
チ
」と
発
音
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

越
（w

o

）
の
発
音
が
忠
実
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
述
の
『
漢
書
』
地
理
志
に
つ
い
て
の
顔
師
古
の
注
釈
で
副
次
的
に
分
か
っ
た

こ
と
は
、唐
の
顔
師
古
の
生
き
た
時
代
に
は
、倭
の
発
音
は
「
一
戈
切
」
で
「yua

」

に
な
っ
て
い
て
、こ
れ
は
我
々
が
今
「
倭
」
の
発
音
を
「
ワ
」
と
言
う
の
に
近
い
。

元
の「
倭
」の
発
音
は「
イ（i

）」で
は
な
く
、ワ
行
の「
ヰ（yi

）」で
あ
ろ
う
。『
説
文
』

八
上
の
「
倭
」
で
は
反
切
が
「
於
爲
切
」
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
発
音
は
唐
音
と

見
ら
れ「yi

」で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
倭
」の
発
音
は
、唐
代
に
お
い
て
は『
説
文
』

に
い
う「yi

」と
顔
師
古
の
い
う
一
戈
切「yua

」が
混
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

中
国
で
漢
字
の
「
委
」「
倭
」
の
音
を
「
ヰ
（yi

）」
と
発
音
し
て
い
た
も
の
が

「
ワ
（w

a

）」
に
な
っ
た
の
は
、中
国
南
方
人
或
い
は
日
本
の
倭
人
が
発
す
る
「
ワ

（w
a

）」
の
発
音
の
影
響
を
被
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
南
方
の
倭
人
が

「
倭
」
を
「
ワ
（w

a

）」
と
呼
び
、
そ
れ
ら
の
発
音
が
倭
人
の
朝
鮮
や
日
本
へ
の

移
動
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
中
国
で
は
、「
倭
」
の
漢
音
・

呉
音
と
も
に
「
ヰ
」
と
「
ワ
」
が
あ
り
、
現
在
の
中
国
語
に
至
っ
て
は
「w

o

」

で
発
音
さ
れ
て
い
る
。「
邪
馬
壹
國
」「
邪
馬
臺
國
」
及
び
「
倭
（
ゐ
）
國
」
は
中

国
か
ら
倭
国
の
こ
と
を
漢
字
音
で
呼
ん
だ
呼
称
で
あ
っ
て
、
九
州
に
い
た
倭
人
は

も
と
よ
り
自
ら
の
部
族
名
を
「
ワ
（w

a

）」
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

五
　�『
魏
志
』
倭
人
傳
に
見
る
「
邪
馬
壹
國
」、『
後
漢
書
』
東

夷
列
傳
倭
条
に
見
る
「
邪
馬
臺
國
」
に
つ
い
て

『
後
漢
書
』
東
夷
列
傳
倭
条
（
以
下
、『
後
漢
書
』
倭
傳
と
表
記
す
る
）
の
冒
頭

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
倭
在
韓
東
南
大
海
中
、依
山
島
爲
居
、凡
百
餘
國
。

自
武
帝
滅
朝
鮮
、
使
驛
通
於
漢
者
三
十
許
國
。
國
皆
稱
王
、
世
世
傳
統
。
其
大
倭

王
居
邪
馬
臺
國
。（
倭
は
韓
の
東
南
大
海
の
中
に
在
り
、
山
島
に
依
り
て
居
を
為

す
。
凡
そ
百
餘
国
あ
り
。
武
帝
、朝
鮮
を
滅
し
て
よ
り
、漢
に
使
駅
を
通
ず
る
者
、

三
十
許
国
な
り
。
国
、
皆
王
を
称
し
、
世
世
統
を
伝
う
。
其
の
大
倭
王
は
邪
馬
臺

国
に
居
る
）」
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
唐
の
李
賢
（
六
五
四
～
六
八
四
）
は
「
案

今
名
邪
摩
惟
音
之
訛
也
（
案
ず
る
に
、
今
の
名
は
、
邪
摩
惟
の
音
の
訛な

ま

り
な
り
）」

と
注
し
て
い
る
。
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上
記
か
ら
『
後
漢
書
』
倭
傳
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
上
げ
て

み
た
い
。
そ
れ
は
、「
大
倭
王
」「
邪
馬
臺
國
」
そ
れ
か
ら
李
賢
注
の
「
案
今
名
邪

摩
惟
音
之
訛
也
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
以
下
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
う
。

「
邪
摩
惟
」
は
『
北
史
』（
六
五
九
年
成
立
）
の
「
邪
摩
堆
」
と
対
比
し
て
作
ら

れ
た
語
と
思
わ
れ
る（

（1
（

。「
惟
（
ヰ
）」
→
「
堆
（
タ
イ
）」
の
発
音
上
の
推
移
が
「
隹
」

と
い
う
同
じ
文
字
符
号
を
媒
介
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
邪
摩
惟
」
の
読
み

は
「
ヤ
マ
ヰ
」
で
あ
ろ
う
。「
邪
摩
惟
」
の
「
惟ゐ

」
は
、『
魏
志
』
倭
人
傳
の
「
邪

馬
壹
國
」
の
読
み
が
「
邪
馬
壹い

國
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
、「
大

倭
王
」
の
「
大
倭
」
の
読
み
は
「
タ
イ
ヰ
」
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、「
倭
」
の
読

み
は
「
ヰ
」、「
大
倭
（
タ
イ
ヰ
）」
は
、「
倭
（
ヰ
）」
に
「
大
（
タ
イ
）」
と
い

う
美
称
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。『
魏
志
』
倭
人
傳
に
は
「
國
國
有
市
、
交
易
有

無
、
使
大
倭
監
之
（
国
国
に
市
有
り
。
有
無
を
交
易
し
、
使
大
倭
に
之
を
監
せ
し

む
。」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
「
使
大
倭
」
は
後
に
『
宋
書
』
第
九
十
七

異
蛮
傳
倭
國
に
み
る
「
使
持
節
」
の
「
使
」
と
「
大
倭
」
か
ら
成
る
語
で
あ
り
、

邪
馬
壹
国
が
直
接
使
わ
し
た
、
い
わ
ば
国
営
の
役
人
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
後
漢
書
』
倭
傳
に
は
邪
馬
臺
国
の
王
、
つ
ま
り
卑
弥
呼
あ
る
い
は
そ
の
系
統
を

継
ぐ
王
を
「
大
倭
王
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
法
華
義
疏
』
の
冒
頭
に
「
此

是
大
委
国
上
宮
王
私
集
非
海
彼
本
（
こ
れ
は
大
委
国
の
上
宮
王
の
私
集
な
り
、
海

の
彼
の
本
に
非
ず
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
隋
書
』
俀
国
傳
の
時
代
に
あ
た
り
、

上
宮
王
は
『
隋
書
』
俀
国
傳
の
多
利
思
北
孤
を
指
す
可
能
性
が
高
く
、
聖
徳
太
子

で
は
な
い（

（（
（

。「
大
委
国
」
は
「
俀
国
」
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
壹い

」

は
「
倭ゐ

」
の
表
音
で
あ
っ
て
、「
邪
馬
壹
國
」
は
「
邪
馬
倭
（
ヰ
）
國
」
の
意
で

あ
り
、『
後
漢
書
』
倭
傳
の
「
邪
馬
臺
國
」
は
「
邪
馬
大
倭
（
タ
イ
ヰ
）
國
」
の

意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
大
倭
國
（
タ
イ
ヰ
コ
ク
）」
が
発
音
上
「
タ
ヰ
コ
ク
」

と
な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。『
隋
書
』
俀
国
傳
の
「
俀
」
も
ま
た
、「
大
倭
（
タ
イ

ヰ
）」
の
意
で
は
な
か
ろ
う
か（
（1
（

。「
倭
」
と
は
、
そ
も
そ
も
倭
人
を
指
し
、
更
に
言

う
な
ら
倭
人
か
ら
な
る
民
族
の
総
称
で
あ
る
。
国
名
と
し
て
の
「
倭
」
は
倭
人
が

中
心
勢
力
と
な
っ
て
作
っ
た
国
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
越
」
が
越
人
と
い
う
民

族
の
総
称
が
国
名
に
な
っ
た
の
と
同
じ
在
り
方
で
あ
る
。「
倭
奴
國
」
が
倭
奴
（
＝

倭
人
）
の
国
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、そ
の
意
味
で
は
「
倭
奴
國
」
は
後
の
「
倭

國
」
と
同
意
で
あ
る
。

ま
た
、「
依
山
島
爲
居
」
は
「
邪
馬
＝
山
」
の
意
を
伝
え
た
も
の
と
し
て
解
釈

で
き
る
。「
邪や

馬ま

壹い

國
」
は
日
本
名
で
「
ヤ
マ
」
と
称
さ
れ
る
倭
人
の
住
む
国
を

指
す
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
、
こ
の
「
ヤ
マ
」
を
「
邪や

馬ま

壹い

國
」
の
成
立
の
は
る

か
以
前
の
北
九
州
の
地
名
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。「
邪
馬
」
は
本
来
、
山
川
の
山

を
指
す
和
名
で
あ
る
。
古
田
武
彦
氏
は
、「
ヤ
マ
」
を
「
春
日
村
・
須
玖
（
大
字
）・

岡
本
（
中
字
）・
山
（
小
字（

（1
（

）」
の
「
山
」
に
、
そ
の
中
心
地
を
試
論
と
し
て
求
め

た
よ
う
で
あ
る
が
、
縄
文
の
昔
か
ら
あ
っ
た
古
地
名
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
ヤ

マ
」
は
一
定
の
広
い
地
域
を
指
す
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
岡
本
山
の
「
山
」

は
地
形
を
表
す
小
字
名
に
過
ぎ
ず
「
邪や

馬ま

壹い

國
」
の
「
邪や

馬ま

」
と
は
無
関
係
で
あ

ろ
う
。
古
田
氏
は
「
ヤ
マ
」
の
類
縁
地
名
と
し
て
「『
山
家
』（
太
宰
府
と
朝
倉
と

の
間
）、『
山
門
』（
筑
後
）、『
下
山
門
』（
福
岡
市
。
室
見
川
下
流
の
西
方
）」（

（1
（

を

挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
一
帯
の
地
域
が
「
や
ま
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
な
の
で
あ
ろ

う
。
山や

ま
と門
の
地
名
は
「
山
」
と
い
う
国
の
入
口
を
示
す
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
古

代
の
最
も
古
い
地
名
に
は
ツ
・
ナ
・
セ
・
ヤ
マ
・
シ
マ
・
ハ
マ
な
ど
一
音
節
・
二

音
節
の
素
朴
な
名
称
が
多
く
、
時
代
を
経
て
川
戸
・
山
門
・
瀬
戸
・
山
家
な
ど
、
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地
名
が
複
合
的
な
名
称
に
変
わ
っ
て
い
く
。
最
初
は
あ
る
一
定
地
域
内
で
の
識
別

名
称
で
あ
っ
た
も
の
が
、
よ
り
詳
し
い
識
別
名
称
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
複
合

的
な
名
称
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ヤ
マ
」
は
倭
人
が
北

九
州
を
統
一
す
る
以
前
か
ら
存
在
す
る
北
九
州
の
呼
び
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、「
邪
馬
壹
國
」
は
か
つ
て
「
ヤ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
地
方
を
制
圧
し

て
新
た
に
打
ち
立
て
た
倭
人
の
国
を
示
す
地
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
後
漢
書
』
倭
傳
の
著
者
范
曄
（
三
九
八
～
四
四
五
）
の
時
代
と
い
え
ば
、
東

晋
義
熙
二
年
（
四
一
三
年
）、宋
永
初
二
年
（
四
二
一
年
）
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、

倭
の
五
王
の
最
初
の
王
と
称
さ
れ
る
讃
が
朝
貢
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
宋

書
』
巻
九
七
夷
蠻
傳
倭
國
に
そ
の
記
録
が
あ
り
、
范
曄
は
宋
国
に
所
属
し
て
い
た

か
ら
、
当
然
倭
王
讃
の
朝
貢
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
倭
王
讃
が
「
邪
馬
壹
國
」「
邪
馬
臺
國
」
の
系
譜
を
引
く
倭
国
の
王
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
も
と
に
、『
後
漢
書
』
倭
傳
を
書
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、な
ぜ
『
後
漢
書
』
の
著
者
范
曄
は
「
ヤ
マ
タ
イ
コ
ク
」
の
「
タ
イ
」

の
音
に
「
臺
」
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
そ
れ
は
、『
後
漢
書
』
の
「
倭

在
韓
東
南
大
海
中
、
依
山
島
爲
居
」
の
「
山
島
」
に
「
臺
」
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
「
臺
」
と
同
意
の
表
記
を
「
台
（
臺
）
湾
」

に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。「
邪
馬
臺
國
」「
台
（
臺
）
湾
」
と
も
に
、
山
島
に
在
る

「
臺
」
が
国
の
地
理
的
状
態
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
「
臺
」
字
が
そ
の
当

時
、
卑
字
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』
に
「
人
有
十
等
。
下
所
以

事
上
、
上
所
共
神
也
。
故
王
臣
公
、
公
臣
大
夫
、
大
夫
臣
士
、
士
臣
皁
、
皁
臣
輿
、

輿
臣
隸
、
隸
臣
僚
、
僚
臣
僕
、
僕
臣
臺
（
人
に
十
等
有
り
。
下し

も

の
上か
み

に
事つ
か

ふ
る
所

以
は
、
上
の
神
に
共
す
る
所
以
な
り
。
故
に
王
の
臣
は
公
、
公
の
臣
は
大
夫
、
大

夫
の
臣
は
士
、
士
の
臣
は
皁そ
う

、
皁
の
臣
は
輿よ

、
輿
の
臣
は
隸れ
い

、
隸
の
臣
は
僚
り
ょ
う
、
僚

の
臣
は
僕
、僕
の
臣
は
臺
な
り
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
「
臺
」

は
最
も
身
分
の
低
い
も
の
を
表
す
言
葉
な
の
だ
。
そ
れ
故
に
、
范
曄
が
遠
く
離
れ

た
東
南
大
海
の
中
に
あ
る
東
夷
の
国
「
倭
」
に
「
臺
」
な
る
卑
字
を
使
っ
た
の
で

あ
る
。

『
魏
志
』
倭
人
傳
中
に
も
一
箇
所
「
臺
」
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
壹
與

遣
倭
大
夫
率
善
中
郎
將
掖
邪
狗
等
二
十
人
、
送
政
等
還
。
因
詣
臺
、
獻
上
男
女
生

口
三
十
人
…
…
（
壹
與
、
倭
の
大
夫
率
善
中
郎
将
掖
邪
狗
等
二
十
人
を
遣
わ
し
、

政
等
の
還
る
を
送
ら
し
む
。
因
っ
て
臺
に
詣
り
、
男
女
生
口
三
十
人
を
献
上
し

…
…
）」と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
臺
」は
天
子
の
住
む
宮
殿
を
指
し
、貴
字
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
同
時
代
に
「
邪
馬
壹
國
」
の
「
壹
」
に
貴
字
の
「
臺
」
字
を
当
て
る
わ

け
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
邪
馬
壹
國
」
は
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
邪
馬
臺
国
」

の
書
き
誤
り
で
は
な
い
。
魏
（
二
二
八
～
二
六
五
）
の
時
代
に
は
「
臺
」
は
貴
字

で
あ
っ
た
が
、『
後
漢
書
』を
書
い
た
范
曄（
三
九
八
～
四
四
五
）の
時
代
に
は「
臺
」

は
先
述
し
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
時
と
同
じ
く
卑
字
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　�『
隋
書
』
東
夷
傳
俀
國
に
見
る
「
俀
」「
邪
靡
堆
」
に
つ

い
て

『
隋
書
』
東
夷
傳
俀
國
［
以
後
通
例
に
従
い
、『
隋
書
』
俀
國
傳
と
表
記
す
る
。

和
田
清
・
石
原
道
博
編
訳
の
『
隋
書
』
倭
国
伝
（
岩
波
文
庫
）
は
、「
俀
」
字
を
「
倭
」

と
表
記
し
て
い
る
］
の
「
俀
（
タ
イ
）」
も
ま
た
、
一
方
で｢

大
倭
（
タ
イ
ヰ
）｣

の
音
を
表
し
な
が
ら
、「
女
」
を
字
中
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
卑
弥
呼
の
女

王
国
を
彷
彿
と
さ
せ
る
意
味
を
含
ま
せ
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
し
述
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べ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
漢
字
の
修
辞
法
は
古
代
中
国
で
は
、
古
く
よ
り
多
く
行
わ

れ
て
い
る
。

俀
国
の
王
多
利
思
北
孤
は
男
性
の
王
で
あ
る
か
ら
、
女
性
の
推
古
天
皇
や
王
で

な
い
聖
徳
太
子
で
は
あ
り
え
な
い
。『
新
唐
書
』
巻
二
二
〇	

列
傅
第
一
四
五	

日

本	

に「
用
明
亦
曰
、目
多
利
思
比
孤
直
隋
開
皇
末
始
與
中
國
通（
用
命
亦
た
曰
く
、

目
多
利
思
比
孤
隋
開
皇
末
に
直あ

た

り
て
始
め
て
中
国
と
通
ず
）」
と
あ
る
。『
隋
書
』

俀
國
傳
に
は
開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
年
）
と
あ
る
か
ら
、
多
利
思
北
孤
の
時
代
は

推
古
天
皇
の
時
代
で
あ
り
、
用
明
天
皇
と
は
時
代
が
合
わ
な
い
。
こ
の
記
事
は
お

そ
ら
く
日
本
か
ら
来
た
遣
唐
使
に
聞
い
た
情
報
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
遣
唐
使
が
日

本
は
卑
弥
呼
の
系
統
を
継
い
だ
一
系
の
王
朝
で
あ
る
と
い
う
建
前
の
元
に
虚
偽
を

語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
隋
書
』俀
國
傳
に「
都
於
邪
靡
堆
。
則
魏
志
所
謂
邪
馬
臺
也（
邪
靡
堆
に
都
す
。

す
な
わ
ち
魏
志
の
所い

わ
ゆ
る謂
邪
馬
臺
な
り
）」と
あ
る
。
和
田
清
・
石
原
道
博
編
訳
の『
隋

書
』
倭
国
伝
（
岩
波
文
庫
）
に
は
「
邪
靡
堆
」
に
対
し
て
、「
北
史
に
は
邪
摩
堆

と
あ
る
。
靡
は
摩
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ヤ
マ
ト
（
邪
馬
臺
）」
と
注
釈

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
邪
靡
堆
」
は
「
邪
摩
堆
」
の
間
違
い
で
あ
る
と
す

る
考
え
が
あ
る
が
、同
じ
『
隋
書
』
俀
国
傳
の
文
章
の
中
で
「
邪
馬
臺
」
が
あ
り
、

一
方
の
「
靡
」
字
の
み
「
摩
」
の
間
違
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
、「
邪
靡
堆
」
の
読
み
と
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
論
じ
て
み
た
い
。

「
靡
」
は
現
在
の
日
本
で
は
「
ヒ
」「
ビ
」
と
読
む
が
、『
説
文
』
十
一
下
に
「
披

靡
也
、
从
非
麻
聲
（
披
靡
な
り
。
非
に
従
ひ
、
麻
が
聲
。）」
と
あ
り
、
こ
の
字
の

意
符
は
「
非
」
で
あ
り
、声
符
が
「
麻
（
ま
）」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
邪

靡
堆
」
は
「
ヤ
マ
タ
イ
」
と
読
ん
だ
に
違
い
な
い
。
誤
字
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
明
確
な
理
由
も
述
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
先
述
の
和
田
清
・
石
原
道

博
編
訳
の
『
隋
書
』
倭
国
伝
（
岩
波
新
書
）
に
「
邪
靡
堆
」
に
つ
い
て
、「
北
史

に
は
邪
摩
堆
と
あ
る
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
『
北
史
』
に
お
い
て
な
ぜ
、

「
邪
靡
堆
」
が
「
邪
摩
堆
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
か
を
ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、「
糜び

」「
縻び

」
の
音
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
正
確
に
は
、「
靡
」
は
ビ
、
ミ
の
音
が
あ
り
、
現
代
中
国
語
で
はm

í

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、当
時
で
は
「
邪
靡
堆
」
は
「
ヤ
ビ
タ
イ
」「
ヤ
ミ
タ
イ
」

と
も
読
め
た
可
能
性
が
あ
る
。『
北
史
』
で
は
、「
靡
」
が
こ
の
よ
う
に
「
マ
」
と

「
ミ
」「
ビ
」
の
発
音
上
の
明
確
さ
を
欠
く
た
め
に
、音
の
紛
れ
が
な
い
「
邪
摩
堆
」

の
表
記
に
置
き
換
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
北
史
』
の
編
者
　
李
延
寿
は
『
隋
書
』

の
編
纂
に
も
参
与
し
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
邪
靡
堆
」
か
ら
「
邪

摩
堆
」
に
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
文
字
の
置
き
換
え
は
何
ら
か
の

意
味
が
あ
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
。

更
に
、「
邪
靡
堆
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。「
其
地
勢
東
高

西
低
、都
邪
馬
堆
。
則
魏
志
謂
邪
馬
臺
者
也
。（
其
の
地
勢
は
東
高
西
低
で
あ
る
。

都
は
邪
馬
堆
で
、則
ち
魏
志
の
言
ふ
邪
馬
臺
な
る
者
な
り
）」
と
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
邪
靡
堆
（
ヤ
マ
タ
イ
）」
は
「
邪
馬
臺
」
と
同
じ
発
音
で
あ
る
か
ら
、「
邪
馬

臺
國
」
の
読
み
は
「
ヤ
マ
タ
イ
コ
ク
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
加
え
る
に
、「
堆
」

字
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り「
邪
馬
臺
國
」の「
臺
」の
意
味
を
述
べ
て
い
る
。「
邪

馬
臺
國
」
が
俀
國
傳
の
文
章
で
は
、「
其
地
勢
東
高
西
低
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の

こ
と
と
「
堆
＝
う
ず
た
か
い
丘
の
意
」
と
の
意
味
的
関
連
を
含
ま
せ
た
も
の
と
解

釈
で
き
る
。「
臺
」
は
『
説
文
』
十
二
上
に
「
觀
四
方
而
高
者
从
之
从
高
省
與
室
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屋
同
意
（
観
の
四
方
に
し
て
高
き
も
の
な
り
。
至
に
従
ひ
、
之
に
従
ひ
、
高
の
省

に
従
ふ
。
室
、屋
と
意
を
同
じ
う
す
）」と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、意
味
が
拡
張
さ
れ
、

台
地
の
よ
う
な
高
台
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、「
臺
」
は
「
堆
」
に
通
じ
、「
邪
馬

臺
國
」
と
は
台
地
の
上
に
位
置
し
た
国
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、「
其
地
勢
東
高
西
低
」
と
と
も
に
「
邪
馬
臺
國
」「
俀
國
」
の
あ
っ
た
場
所
を

比
定
す
る
条
件
と
な
る
。「
其
地
勢
東
高
西
低
」は
、お
そ
ら
く
西
側
に
は
海
が
あ
っ

て
東
側
に
な
る
ほ
ど
地
形
が
高
く
な
る
地
と
推
測
さ
れ
得
る
。
文
字
の
使
用
に
関

し
て
い
さ
さ
か
込
み
合
っ
た
解
釈
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
れ
が
当
時
の
本
来
的

な
中
国
に
お
け
る
修
辞
法
な
の
で
あ
る
。

唐
初
に
書
か
れ
た
『
翰
苑
』
に
は
、
倭
国
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

「
憑
山
負
海
、
鎮
馬
臺
以
建
都
。
分
軄
命
官
、
統
女
王
而
列
部
。
卑
彌
娥
惑
翻

叶
群
情
、
臺
與
幼
齒
、
方
諧
衆
望
、
文
身
點
面
、
猶
稱
太
伯
之
苗
。
阿
輩
鷄
彌
、

自
表
天
兒
之
稱
。
因
禮
義
而
標
袟
、
即
智
信
以
命
官
。
邪
届
伊
都
、
傍
連
斯
馬
。

中
元
之
際
、
紫
綬
之
榮
。
景
初
之
辰
、
恭
文
錦
之
獻
。（
山
に
憑
り
海
を
負
う
て
、

馬
台
に
鎮
し
以
て
都
を
建
つ
。
職
を
分
ち
官
を
命
じ
女
王
に
統
ぜ
ら
れ
て
部
に
列

せ
し
む
。
卑
弥
娥
は
惑
翻
し
て
群
情
に
叶
い
、
臺
与
は
幼
歯
に
し
て
方
に
衆
望
に

諧か
な

う
。
文
身
黥
面
し
て
、
猶
太
伯
の
苗
と
称
す
。
阿
輩
鶏
弥
、
自
ら
天
児
の
称
を

表
す
。
礼
儀
に
よ
り
標
袟
し
、
智
信
に
即
し
て
以
て
官
を
命
ず
。
邪な

な

め
に
伊
都
に

届
き
傍
ら
斯
馬
に
連
な
る
。
中
元
の
際
紫
綬
の
栄
あ
り
。
景
初
の
辰
文
錦
の
献
を

恭
し
く
す
）」

こ
の
文
中
の
「
阿
輩
雞
彌
」
は
『
隋
書
』
俀
國
傳
の
「
阿
輩
雞
彌
」
と
同
じ
で

あ
り
、
多
利
思
北
孤
を
指
す
。
更
に
「
邪
届
伊
都
、
傍
連
斯
馬
（
邪
め
に
伊
都
に

届
き
傍
ら
斯
馬
に
連
な
る
）」
と
あ
り
、こ
の
文
の
主
語
は
「
邪
馬
臺
（
壹
）
國
」

を
経
て
「
俀
国
」
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
倭
国
か
或
い
は
「
俀
國
」
で
あ
り
、
そ

の
都
は
北
九
州
の
伊
都
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、「
邪
馬
臺
國
」
の
系
譜
を
引
く
「
俀
國
」
は
九
州
に
在
り
、
多
利
思
北
孤
は

そ
の
王
で
あ
る
か
ら
、
断
じ
て
聖
徳
太
子
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
魏

志
』
倭
人
傳
の
「
卑
彌
呼
」
が
こ
こ
で
は
「
卑
彌
娥
（
ヒ
ミ
ガ
）」
と
な
っ
て
お
り
、

「
娥
」
は
美
し
い
女
性
を
意
味
し
、『
魏
志
』
倭
人
傳
に
「
事
鬼
道
、
能
惑
衆
（
鬼

道
に
事
え
、
能
く
衆
を
惑
わ
す
）」
と
記
さ
れ
た
「
卑
彌
呼
」
の
神
秘
性
を
表
現

し
た
漢
字
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
娥
」
を
音
の
表
記
と
も
解
す
れ
ば
、「
卑
彌
呼
」

の
読
み
は
「
ヒ
ミ
カ
」
で
あ
る
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

七
　「
倭
國
」
と
「
日
本
」
に
つ
い
て

「
倭
國
」
と
い
う
名
称
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
「
日
本
」
と
い
う

名
称
に
な
っ
た
か
、
に
つ
い
て
以
下
考
察
し
た
い
と
思
う
。

『
舊
唐
書
』
に
倭
國
傳
と
日
本
傳
が
あ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
国
が
別
の
国
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
舊
唐
書
』
倭
國
傳
に
は
「
貞
觀
五
年
遣
使
獻
方
物
、

太
宗
矜
其
道
遠
勅
所
司
無
令
歳
貢
、
又
遣
新
州
刺
史
高
表
仁
、
持
節
往
撫
之
。
表

仁
無
綏
遠
之
才
、
與
王
子
爭
禮
、
不
宣
朝
命
而
還
（
貞
觀
五
年
〈
六
三
一
年
〉、

使
い
を
遣
わ
し
て
方
物
を
獻
ず
。
太
宗
其
の
道
の
遠
き
を
矜あ

わ

れ
み
、
所
司
に
勅
し

て
歳
ご
と
に
貢
せ
し
む
る
な
し
。
ま
た
新
州
の
刺
史
高
表
仁
を
遣
わ
し
、
節
を
持

し
て
往
い
て
こ
れ
を
撫
せ
し
む
。
表
仁
、
綏
遠
の
才
な
く
、
王
子
と
礼
を
争
い
、

朝
命
を
宣
べ
ず
し
て
還
る
）」
と
あ
り
、
ま
た
『
隋
書
』
俀
國
傳
の
最
後
に
「
此

後
遂
絶
（
此
の
後
遂
に
絶
つ
）」
と
あ
り
、
こ
の
時
か
ら
倭
国
が
白
村
江
の
戦
い
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に
至
る
ま
で
国
交
を
絶
っ
て
お
り
、唐
と
倭
の
亀
裂
の
一
端
を
表
し
て
い
る
。『
舊

唐
書
』
倭
國
傳
の
上
記
の
記
事
に
続
い
て
、
日
本
傳
の
「
日
本
國
者
、
倭
國
之
別

種
也
（
日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
）」
と
い
う
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
舊
唐

書
』
倭
國
傳
日
本
傳
の
記
述
か
ら
、
白
村
江
の
戦
い
の
後
に
壊
滅
的
な
打
撃
を

被
っ
た
倭
国
を
併
呑
し
て
日
本
列
島
に
君
臨
す
る
礎
を
築
い
た
近
畿
大
和
勢
力
の

歴
史
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
根
拠
を
以
下
に
述
べ
た
い
と
思
う
。

『
舊
唐
書
』
列
傳
第
一
百
四
十
九
倭
國
日
本
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
Ａ
日
本
國
者
倭
國
之
別
種
也
。
Ｂ
以
其
國
在
日
邉
故
以
日
本
爲
名
Ｃ
或
曰
倭

國
自
惡
其
名
不
雅
改
爲
日
本
Ｄ
或
云
日
本
舊
小
國
併
倭
國
之
地
Ｅ
其
人
入
朝
者
多

自
矜
大
不
以
實
對
故
中
國
疑
焉
（
Ａ
日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
。
Ｂ
そ
の
国
日

辺
に
在
る
を
以
て
、
故
に
日
本
を
以
て
名
と
為
す
。
Ｃ
或
い
は
曰
く
、
倭
国
自
ら

其
の
名
の
雅
爲
ら
ざ
る
を
悪に

く

み
、
改
め
て
日
本
と
な
す
と
。
Ｄ
或
い
は
云
ふ
、
日

本
は
旧も

と

小
国
、
倭
国
の
地
を
併
せ
た
り
。
Ｅ
其
の
人
、
入
朝
す
る
者
、
多
く
は
自

ら
矜

き
ょ
う

大だ
い

、
実
を
も
っ
て
対こ
た

え
ず
。
故
に
中
国
、
焉こ

れ
を
疑
う
）」（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は

著
者
記
す
）

上
の
文
に
つ
い
て
解
釈
し
て
み
よ
う
。

Ｃ
「
或
曰
倭
國
自
惡
其
名
不
雅
改
爲
日
本
（
或
い
は
曰
く
、
倭
国
自
ら
其
の
名

の
雅
爲
ら
ざ
る
を
悪に

く

み
、
改
め
て
日
本
と
な
す
）」
は
、
後
に
書
か
れ
た
『
宋
史
』

日
本
傳
で
「
日
本
國
本
倭
奴
國
也
（
日
本
国
は
本
の
倭
奴
国
な
り
）」
と
あ
る
の

と
同
じ
く
、
古
来
の
倭
が
今
の
日
本
と
同
一
系
統
で
あ
る
と
す
る
近
畿
大
和
勢
力

の
人
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
Ｄ
「
或
云
日
本
舊
小
國
併
倭
國
之
地
（
或
い
は
云

ふ
、
日
本
は
旧
小
国
、
倭
国
の
地
を
併
せ
た
り
）」
は
歴
史
の
あ
り
の
ま
ま
を
述

べ
て
お
り
、
こ
れ
は
近
畿
大
和
勢
力
以
外
の
人
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
Ｃ

「
或
曰
」
を
近
畿
大
和
勢
力
、
Ｄ
「
或
云
」
を
そ
れ
以
外
の
人
が
語
っ
た
言
葉
と

し
て
、
両
文
の
主
語
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ａ
「
日

本
國
者
倭
國
之
別
種
也
」・
Ｂ
「
以
其
國
在
日
邉
故
以
日
本
爲
名
或
曰
倭
國
」
は
、

Ｃ
・
Ｄ
の
両
者
の
言
い
分
を
聞
い
て
当
時
の
中
国
側
が
下
し
た
結
論
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
日
本
を
最
初
に
名
乗
っ
た
の
は
近
畿
大
和
勢
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

下
文
Ｅ
「
其
人
入
朝
者
多
自
矜
大
不
以
實
對
故
中
國
疑
焉
（
其
の
人
、
入
朝
す
る

者
、
多
く
は
自
ら
矜

き
ょ
う

大だ
い

、
実
を
も
っ
て
対
え
ず
。
故
に
中
国
、
焉こ

れ
を
疑
う
）」

と
あ
る
の
は
、
倭
国
と
異
な
る
近
畿
大
和
勢
力
の
者
の
言
う
歴
史
が
、
今
ま
で
接

し
て
い
た
倭
国
の
遣
使
が
言
う
歴
史
に
対
し
て
、
か
み
合
わ
な
い
齟そ

齬ご

が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
文
面
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
倭
国
を
併
呑
し
た
近
畿

勢
力
が
最
初
に
日
本
を
名
乗
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

古
田
武
彦
氏
は
Ｃ
「
或
曰
自
惡
其
名
不
雅
改
爲
日
本
」
よ
り
、
日
本
国
を
最
初

に
名
乗
っ
た
の
は
倭
国
だ
と
し
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
の
項
に
『
百

済
本
紀
』
の
「
日
本
天
皇
及
太
子
皇
子
倶
崩
薨
」
と
あ
る
記
事
を
以
て
、
倭
国
が

日
本
及
び
天
皇
の
称
号
を
用
い
た
も
の
と
し
て
い
る
が（

（1
（

、
そ
の
解
釈
は
正
し
く
な

い
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
書
か
れ
た
『
百
済
本
紀
』
の
「
日
本
」
は
『
日

本
書
紀
』の「
神か

む

日や
ま
と本
磐い
わ

余れ

彦ひ
こ

」「
日や
ま
と本
武
た
け
る

命
の
み
こ
と」の「
日
本
」と
同
質
の
表
記
で
あ
っ

て
、
あ
た
か
も
こ
の
記
事
が
近
畿
大
和
勢
力
の
継
体
天
皇
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る

よ
う
に
見
せ
か
け
た
表
現
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
『
百

済
本
紀
』
に
書
か
れ
た
「
日
本
天
皇
」
は
、『
日
本
書
紀
』
作
成
の
際
に
お
そ
ら

く
「
倭
王
」
か
ら
改
竄
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
天
皇
」
号
は
、
少
な
く
と

も
継
体
天
皇
の
頃
に
は
使
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
故
、朝
鮮
資
料
で
あ
る『
百

済
本
紀
』に「
天
皇
」と
書
か
れ
て
い
る
は
ず
は
な
く
、こ
れ
も
ま
た『
日
本
書
紀
』
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編
纂
の
際
の
改
竄
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
継
体
天
皇
の
崩

御
に
際
し
て
太
子
・
皇
子
が
と
も
に
死
亡
し
た
事
実
は
な
く
、
古
田
氏
の
言
う
よ

う
に
『
百
済
本
紀
』
の
「
日
本
天
皇
」、
正
確
に
は
「
倭
王
」
は
継
体
側
の
将
軍

物も
の
の
べ
の
あ
ら

部
麁
鹿か

火い

に
敗
れ
た
九
州
王
朝
の
磐
井
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る（
（1
（

。

『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
四
十
五
東
夷
日
本
に
は
「
日
本
古
倭
奴
國
也
。（
日
本

は
古

い
に
し
えの
倭
奴
国
な
り
）」
と
あ
り
、倭
國
傳
は
『
新
唐
書
』
に
は
な
い
。
ま
た
、『
宋

史
』
列
傳
第
二
百
五
十
外
国
七
日
本
國
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
日
本
國
者
本
倭
奴
國
也
。
自
以
其
國
近
日
所
出
故
以
日
本
為
名
。
或
云
惡
其

舊
名
改
之
也
。（
日
本
は
本も

と

の
倭
奴
国
な
り
。
自
ら
そ
の
国
日
出
ず
る
所
に
近
き

を
以
て
、
故
に
日
本
を
以
て
名
と
為
す
。
或
い
は
云
う
、
そ
の
旧
名
を
悪に

く

み
こ
れ

を
改
む
る
な
り
。）」
両
書
の
文
脈
を
解
す
れ
ば
、
日
本
国
す
な
わ
ち
近
畿
大
和
勢

力
は
「
倭
奴
國
」
の
末
裔
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』『
古
事

記
』
と
同
じ
文
脈
に
立
つ
も
の
で
、
正
し
い
歴
史
で
は
な
い
。
一
方
、
近
畿
大
和

勢
力
が
み
ず
か
ら
の
国
を
日
本
と
号
し
た
の
は
正
し
い
が
、「
或
云
惡
其
舊
名
改

之
也
（
或
い
は
云
う
、
そ
の
旧
名
を
悪に

く

み
こ
れ
を
改
む
る
な
り
）」
は
、
倭
国
が

日
本
と
名
称
変
更
し
た
こ
と
に
な
り
、
近
畿
大
和
勢
力
が
語
っ
た
虚
偽
の
歴
史
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
「
或
云
」
と
記
述
し
た
の
は
、そ
れ
は
日
本
の
人
が
自
ら
言
っ

て
い
る
こ
と
で
、
中
国
側
は
正
し
い
か
ど
う
か
は
疑
問
視
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
文
章
に
含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
新
唐
書
』
に
次
の
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
咸
亨
元
年
、遣
使
賀
平
高
麗
。後
稍
習
夏
音
、惡
倭
名
、更
號
日
本
。使
者
自
言
、

國
近
日
所
出
、
以
為
名
。
或
云
日
本
乃
小
國
、
為
倭
所
并
、
故
冒
其
號
。
使
者
不

以
情
、
故
疑
焉
。（
咸
亨
元
年
、
遣
使
が
高
麗
を
平
ら
ぐ
る
を
賀
す
。
後
に
や
や

夏
音
を
習
び
、
倭
名
を
悪に

く

み
、
更
に
日
本
と
号
す
。
使
者
が
自
ら
言
う
に
、
国
は

日
の
出
ず
る
所
に
近
し
、
以
て
国
名
と
為
す
。
或
い
は
云
ふ
、
日
本
は
及

す
な
わ
ち
小
国

で
、
倭
を
併あ

わ

せ
る
所
と
為
り
、
故
に
其
の
号
を
冒
す
。
使
者
は
情
を
以
て
せ
ず
、

故
に
こ
れ
を
疑
う
。）」

咸
亨
元
年
は
六
七
〇
年
。
白
村
江
の
戦
い
の
七
年
後
で
あ
る
。「
惡
倭
名
、
更

號
日
本
」
は
日
本
国
の
使
者
が
、
自
分
た
ち
の
国
は
も
と
倭
国
で
あ
っ
た
が
、
日

本
と
改
名
し
た
と
語
っ
て
い
る
状
況
を
示
し
、
虚
偽
の
歴
史
で
あ
る
。
ま
た
、「
或

云
日
本
乃
小
國
、為
倭
所
并
、故
冒
其
號
」
の
「
為
倭
所
并
」
は
文
の
主
語
を
「
日

本
」
と
み
て
「
倭
を
併あ

わ

せ
る
所
と
為
り
」
と
訳
し
た
。
正
し
い
文
法
で
は
「
為
所

并
倭
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
何
故
か
「
倭
」
が
「
所
并
」
の
前
に
あ
る
の
で

紛
れ
が
あ
る
。
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
訳
し
た
根
拠
は
、こ
の
文
が『
舊
唐
書
』の「
或

云
、
日
本
舊
小
國
、
併
倭
國
之
地
（
或
い
は
云
ふ
、
日
本
は
旧
小
国
、
倭
国
の
地

を
併
せ
た
り
）」を
受
け
て
書
か
れ
た
文
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、次
の「
故

冒
其
號
」
の
「
其
號
」
と
は
「
倭
」
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
は
も
と
小
国
で
あ
っ

た
が
倭
国
を
併
合
し
、
国
号
を
「
倭
」
か
ら
「
日
本
」
に
改
め
た
意
味
と
な
る
。

『
新
唐
書
』
の
「
或
云
」
は
『
舊
唐
書
』
と
同
様
に
日
本
国
以
外
の
人
が
語
っ
た

言
葉
で
あ
り
、
真
実
の
歴
史
で
あ
る
。
中
国
側
は
、
こ
の
言
葉
が
日
本
の
使
者
の

言
っ
て
い
る
こ
と
と
か
み
合
わ
な
い
の
で
疑
っ
た
の
で
あ
る
。中
国
側
が「
日
本
」

を
最
初
に
名
乗
っ
た
の
は
近
畿
大
和
勢
力
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
、『
舊

唐
書
』『
新
唐
書
』『
宋
書
』
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
。

神
武
天
皇
を
『
古
事
記
』
で
は
「
神

か
む
や
ま
と倭
伊い

波わ

禮れ

毘ひ

古こ

」、
日
本
書
紀
で
は
「
神か
む

日や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ

本
磐
余
彦
」
と
表
記
し
て
い
る
。
同
様
に
景
行
天
皇
の
皇
子	

小お
ほ
う
す
の碓
命み
こ
とを
『
古

事
記
』
で
は
「
倭

や
ま
と

健
た
け
る

命
の
み
こ
と」、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
日や
ま
と本
武
た
け
る

命
の
み
こ
と」
と
表
記
し
て



「
倭
」「
倭
人
」
に
つ
い
て	

五
〇

い
る
。「
や
ま
と
」
は
奈
良
地
方
を
云
う
言
葉
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
に
「
倭
」「
日

本
」
を
「
や
ま
と
」
と
発
音
す
る
の
は
、近
畿
大
和
勢
力
が
、自
ら
の
出
自
を
「
倭
」

の
系
統
に
当
て
嵌
め
た
か
ら
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
成
立
が
和
銅
七
年
（
七
一
二

年
）、『
日
本
書
紀
』
の
成
立
が
養
老
二
〇
年
（
七
二
〇
年
）
で
あ
り
、『
古
事
記
』

の
「
神
倭
伊
波
禮
毘
古
」「
倭
健
命
」
が
八
年
後
成
立
し
た
日
本
書
紀
の
「
神
日

本
磐
余
彦
」「
日
本
武
命
」
に
替
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
日
本
書
紀
編
集
者
の

作
為
が
見
ら
れ
る
。
元
明
天
皇
（
六
六
一
～
七
二
一
）
の
時
に
、「
倭

や
ま
と
」
は
「
大

和
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。「
倭
（
ワ
）」
を
貴
字
の
「
和
（
ワ
）」
に
置
き
換
え
、

し
か
も
「
大た

い
ゐ倭
」
を
意
図
し
て
合
成
し
た
語
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
か
ら
見
る
と
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
「
倭
」
と
「
日
本
」
が

も
と
も
と
は
一
系
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
中
国
人
の
私
よ
り
見
れ
ば
、「
邪
馬
壹
國
」
の
卑
弥
呼
か
ら
「
俀
國
」
の
多

利
思
北
孤
を
一
系
統
と
す
る
「
倭
國
」
と
神
武
天
皇
か
ら
推
古
天
皇
を
経
て
天
智

天
皇
・
天
武
天
皇
と
続
く
近
畿
大
和
勢
力
の
「
日
本
」
が
、
ど
う
し
て
も
同
じ
系

統
と
は
思
わ
れ
な
い
。

あ
と
が
き

本
稿
を
書
き
終
え
て
、
私
の
書
き
あ
げ
た
「
倭
」「
倭
人
」
の
説
明
が
日
本
の

定
説
で
は
な
い
こ
と
に
、
自
分
の
こ
と
な
が
ら
驚
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は

私
な
り
に
日
中
関
係
の
中
国
の
古
文
献
を
解
釈
し
、
そ
の
論
理
の
赴
く
ま
ま
の
結

果
で
あ
る
。
私
は
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
の
解
釈
を
ほ
と
ん
ど
差
し
挟
ま
ず
、

古
代
日
本
の
歴
史
を
中
国
文
献
か
ら
の
み
検
証
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。『
日

本
書
紀
』『
古
事
記
』
は
近
畿
大
和
勢
力
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

体
制
側
に
有
利
な
記
述
と
な
り
、
そ
の
た
め
の
改
竄
が
あ
る
。
私
の
よ
う
な
門
外

漢
に
と
っ
て
は
、
両
書
を
そ
の
ま
ま
読
ん
で
い
け
ば
迷
路
に
入
る
ば
か
り
で
、
正

し
い
歴
史
は
得
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

本
稿
を
書
く
上
に
あ
た
っ
て
、
古
田
武
彦
氏
の
諸
著
書
を
、
ず
い
ぶ
ん
と
参
考

に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
田
氏
と
違
う
見
解
も
少
し
は
述
べ

て
い
る
。
例
え
ば
、『
論ろ

ん
こ
う衡
』
の
「
倭
人
貢
暢
」
に
つ
い
て
古
田
氏
は
『
一
方
の
『
漢

書
』
で
「
楽
浪
海
中
に
倭
人
あ
り
…
…
」
と
書
き
、
他
方
の
『
論
衡
』
で
「
倭
人

鬯
草
を
貢
す（

（1
（

」
と
書
い
て
あ
る
と
き
、
同
じ
読
者
は
当
然
“
同
じ
倭
人
”
と
し
て

読
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か（

（1
（

』
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
安
徽
省
北
西
部
の

亳は
く

県け
ん

の
元
宝
坑
村
一
号
墓
の
磚せ
ん

に
「
有
倭
人
以
時
盟
否
（
倭
人
、
時
を
以
て
盟
す

る
こ
と
有
り
や
否
や
）」（
一
七
〇
年
頃
作
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
）
と
あ
る
こ
と
か

ら
み
れ
ば
、
当
時
倭
人
が
中
国
内
に
住
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た

鬯
草
の
産
地
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
に
「
巨
林
郡
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
の

広
西
省
桂
平
県
で
あ
り
、
中
国
南
方
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
に
お
け
る
倭
や
日
本

列
島
に
お
け
る
鬯
草
の
記
述
は
『
魏
志
』
倭
人
傳
な
ど
の
中
国
の
古
文
献
に
は
見

ら
れ
ず
、も
し
鬯
草
が
日
本
列
島
産
で
あ
れ
ば
、必
ず
載
せ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

「
邪
馬
壹
國
」
の
「
邪
馬
」
の
意
味
や
日
本
や
天
皇
と
い
う
呼
称
の
出
自
に
つ
い

て
も
異
論
を
提
出
し
た
。

「
委
奴
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
読
み
方
は
こ
れ
を
表
音
と
し
て
理
解
し
た
が
、

筆
者
は
意
味
が
結
合
さ
れ
た
語
と
解
釈
し
た
。「
奴
」
が
人
の
卑
語
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
委
奴
」
は
倭
人
を
卑
下
し
て
言
っ
た
言
葉
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
委
奴
」
は
意
味
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
語
で
あ
っ
て
、
表
音
と
解
釈
す

べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
熟
語
を
仮
借
に
よ
る
音
の
表
記
と
考
え
る
か
、
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五
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意
味
の
結
合
と
し
て
考
え
る
か
に
よ
り
、
解
釈
の
仕
方
が
全
く
変
わ
っ
て
く
る
。

筆
者
は
、「
倭
」「
倭
人
」
の
こ
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
中
国
の
古
代
文
献
に
お
い

て
、こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
た
。
こ
れ
は
、従
来
「
委

奴
」を
音
読
み
で
解
釈
し
て
き
た
日
本
人
学
者
と
は
違
う
新
し
い
視
点
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
古
文
献
は
、
一
字
一
句
に
す
べ
て
意
味
が
あ
り
、
使
用
す
る
漢
字
に
つ

い
て
も
す
べ
て
推
敲
を
重
ね
て
最
適
な
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
ま
ず
原
文
を
読
み
解
釈
す
る
こ
と
が
先
決
で
、
文
字
に
誤
り
が
あ
る
の

な
ら
そ
の
根
拠
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
歴
史
書
を
古
い
文
献
か

ら
新
し
い
文
献
へ
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
と
、
必
ず
古
い
も
の
を
参
考
に
し
て
新

し
い
も
の
が
書
か
れ
、
過
去
の
文
献
の
意
味
を
名
称
の
微
妙
な
変
更
に
よ
っ
て
、

指
し
示
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
本
稿
で
表
し
た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
変
化

し
て
い
っ
た
名
称
を
順
次
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
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